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　盛夏の候　皆様におかれましては益々ご清栄のこととお慶び申し上げますとともに、平素より格別のご愛顧、
お引き立てを賜りまして、心よりお礼申し上げます。
　さて、ここに第７６期事業年度の事業概要と決算の状況についてご報告申し上げます。
　２０２４年度のわが国経済は、個人消費や設備投資の持ち直しに伴い、雇用や所得環境の改善が進むなど、緩
やかな回復基調が継続した１年でありました。一方、中国経済の減速、ロシアのウクライナ侵攻やパレスチナ
の紛争の継続により、エネルギー価格の上昇が続き、円安もあいまって物価上昇に歯止めがかからず、お取引
先を取り巻く環境は依然として厳しい状況にあります。
　金融市場では、２０２４年３月に日銀がマイナス金利を解除し、その後２回の利上げとなり、「金利のある世
界」に突入となりました。当金庫では、資金運用利回りの向上によるプラスの面も見られましたが、保有有価
証券の含み損の増加などマイナスの影響も伴いました。
　こうした中、当金庫では、２０２４年度から新たな「伊達信用金庫　３か年　事業計画」をスタートさせてお
ります。同計画では、「心」をテーマとして職員意識を一層高め、「３年後に働きたい職場」をつくることを
ベースに、「職員意欲向上」「課題解決支援」「収益基盤強化」「業務効率化」の４つのチャレンジを掲げ、職員
一丸となって取り組んでおります。
　これまで通りお客様に寄り添い、販売促進、事業再生や経営改善等の支援を積極的に実践している中、当金
庫の情報通信技術（ＩＣＴ）を活用した農業支援の活動につきまして、信用金庫の業界団体である一般社団法人
全国信用金庫協会から「信用金庫社会貢献賞」を受賞しました。
　引き続き、外部機関との連携を強化し、地域とお取引先の課題解決に向けた取組みを深化する方針です。
　２０２４年度の収益に関しましては、資金運用収益が増加となったものの、国債等債券売却損の影響により、
当期利益が前期比１３４百万円減少の１７２百万円となりました。また、自己資本比率は、リスクアセットの減
少により、前年度末比０．９９ポイント上昇し、１２．８０％となりました。
　当金庫は、厳しい金融環境の中、経営の健全性を維持するとともに、安定的な収益を確保し、着実に内部留
保の蓄積を図ってまいりました。今後も、お客様に寄り添う伴走支援型金融を通じて、これまで築いてきた信
頼関係の更なる強化を図り、地域に根差した事業活動を展開することで盤石な営業基盤を構築し、ひいては収
益力の向上につなげてまいります。
　また、西胆振地方の活性化に向けた取組みも積極的に推進し、地域に必要とされる信用金庫であり続けたい
と考えております。
　皆様におかれましては、引き続き当金庫へのご理解と変わらぬご支援、ご協力を賜りたくお願い申し上げま
すとともに、さらなるご発展とご健勝を心よりお祈り申し上げ、ご挨拶といたします。

� ２０２5年６月

理事長  舘 崎 雄 二

ご�あいさつ
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伊�達信用金庫の概要
伊達信用金庫の概要（2025年3月末現在）
本 店 所 在 地：〒052-8650 北海道伊達市梅本町39番地30
　　　　　　　　ＴＥＬ：0142-23-3535
設　　　　　立：1949年9月20日
常勤役職員数：116人
店　　舗　　数：9店舗（本店、支店6、出張所2）
自動機設置台数：１5台
総　　資　　産：１，７37億77百万円
預　　金　　量：１，679億83百万円
融　　資　　量：５46億30百万円
出　　資　　金：２９億67百万円
会　　員　　数：9，904人

　総預金のうち、個人預金が占める割合は75．48％となっ
ております。
　なお、当金庫で年金をお受取りの皆様を対象とした年金
優遇定期預金「すこやか」をご提供しております。
　また、当金庫は、西胆振１市３町の指定金融機関となっ
ており、これら西胆振地方における預金シェアは５5．60％
を占めております。
※詳しくは、46ページをご参照ください。

【貸出金】
　地域のお客様からお預かりした大切な預金積金は、地域
経済の活性化および地域にお住まいの方々の暮らしに役立
てるため、円滑な資金供給によりまして、地域のお客様や
地域社会に還元しております。
　西胆振地方における貸出金のシェアは５3．79％となって
おります。
※詳しくは、47・48ページをご参照ください。
【貸出金以外の運用】
　地域のお客様からお預かりした大切な預金積金は、でき
る限り地域のお客様のための貸出により運用しております
が、残りの資金は有価証券や預け金などで運用しております。
※詳しくは、49ページをご参照ください。
【地域貢献および取引先支援等の取組み】
　伊達信用金庫は、資金供給だけでなく、「地元の信用金
庫」としてさまざまな形で西胆振地方の発展に向けた取組
みを進めております。
※詳しくは、5・6ページをご参照ください。

預金関連

経 営 理 念

貸出金関連

基 本 方 針

伊達信用金庫が指定金融機関となっている地方自治体

●伊達市 ●洞爺湖町 ●豊浦町 ●壮瞥町

貸出金残高

預金積金残高に対する貸出金残高の割合
546億円

32.52％

預金積金残高

出　 資 　金

会 　員　 数

1,679億円
29億円
9,904人

お客様のご預金・出資金について

預金シェア

お客様への貸出金について

貸出金シェア

他金融機関
他金融機関

伊達信用金庫

■店舗所在地預金シェア ■西胆振地方預金シェア ■店舗所在地貸出金シェア ■西胆振地方貸出金シェア

55.60％ 伊達信用金庫

他金融機関
他金融機関

伊達信用金庫

15.90％
53.79％伊達信用金庫

17.62％

地域の皆様とともに、地域社会の発展に
貢献する。

お客様と地域の豊かな明日を提案します。
お客様の期待と時代の要請に応えます。
知力・活力の高揚に努め、個性を発揮します。
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伊�達信用金庫の1年

２０２4年 6月 ●献血の実施

●「信用金庫の日」の取組み�
・清掃および花壇の植栽ボランティア�
　（伊達市）�
・リングプル、使用済み切手の寄贈

●第７５回通常総代会の開催

●一般社団法人全国信用金庫協会より第
２７回「信用金庫社会貢献賞」の受賞

●�「TOYAKOマンガ・アニメフェスタ」�
ボランティア

７月 ●福島信用金庫との「伊達の郷」友好協力
協定の取組みによる伊達観光物産公社
（北海道伊達市）とりょうぜん振興公社
（福島県伊達市）の「地域特産品を利活
用した相互交流に関する覚書」の締結

８月 ●定期預金通帳のデザイン変更

●「省エネ・地域パートナーシップ」への
参加

9月 ●本店棟消防訓練の実施

１０月 ●福島信用金庫との「伊達の郷」友好協力
協定締結記念旅行

●一般社団法人北海道中小企業家同友会西
胆振支部との合同勉強会開催

１１月 ●献血の実施

１２月 ●サイバーセキュリティ演習の実施

●防犯訓練・詐欺防止訓練の実施

２０２5年 1月 ●「食のビジネスマッチング２０２４in伊達」
の開催

３月 ●本店棟消防訓練の実施

■�（株）しんきんカードの新カード「JCBカードS」および
「しんきんカードSmile」の取扱い開始
　オンライン入会専用のクレジットカードで、年会費永
年無料の「JCBカードS」および初年度年会費無料で年
1回以上のショッピング利用で次年度年会費が無料とな
る「しんきんカードSmile」の取扱いを開始しました。
是非、ご活用願います。

■�産業雇用安定助成金（産業連携人材確保等支援コース、
スキルアップ支援コース）の取扱い開始
　この助成金は、景気の変動、産業構造の変化等の理由
により、事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業
主が行う、生産性向上に資する取組等を人材の確保・育
成の面から効果的に促すため、当該各事業主に雇用され
る労働者の雇用の安定の確保と新たな人材の円滑な受け
入れを支援するものです。

■�全国保証（株）「子育て世代応援プログラム」の実施
　正社員の勤続年数の基準緩和（1年以上→3ヵ月以上）、
条件により保証料の軽減、融資期間36年超40年以内の
審査基準の緩和により、年齢40歳未満の子育て世代の
お客様の住宅購入を応援いたします。

お客様向けサービス向上のための取組み

T PO I SC
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■「環境制御ハウスの視察」および
　 「アグリベーシックセミナー」の開催
　７月に高知大学、８月には北海道養液栽培研究会を
はじめとする各団体が、「環境制御ハウスの視察」の
ために来訪されました。また、７月には壮瞥町におい
て、環境制御技術に関する「アグリベーシックセミ
ナー」を開催いたしました。
　「環境制御ハウスの視察」および「アグリベーシッ
クセミナー」には、関係機関や各種団体の関係者、地
域の農家の方など、延べ約１７０名が参加されました。
　なお、セミナー参加後には、壮瞥町内の農業者１名
が環境制御技術の導入に至るなど、具体的な導入事例
も生まれてきております。
　今後も当金庫は、地域の活性化および地域農業の課
題解決に向けた取り組みの一環として、環境制御技術
の普及に積極的に取り組んでまいります。

■６月１５日の信用金庫の日の取組み
　各店舗に設置している回収ボックスに、お客様から
の善意で使用済み切手およびリングプルをお持ちいた
だき、使用済み切手は社会福祉法人伊達市社会福祉協
議会様へ、リングプルは伊達身体障がい者福祉協会様
へ寄贈させていただきました。

地域貢献等の取組み

■【ふるさと納税】ふるさと応援フェスタ
　　inチカホ２０２４
　札幌駅前通地下歩行空間にて、４日間にかけて「【ふ
るさと納税】ふるさと応援フェスタinチカホ２０２４」
が開催され、北海道内から１２自治体が集まり、ふる
さと納税の仕組みや返礼品のご紹介などを行いました。
　伊達市役所とタイアップする形で当金庫職員も伊達
市の魅力をアピールしました。
　当金庫は、引き続き、地域の皆様とともに、地域社
会の発展に貢献して参ります。

■福島信用金庫との友好協力協定締結記念
　相互旅行の取組み
　共に仙台藩主伊達家に縁のある地域を営業基盤に持
つ福島信用金庫と当金庫で友好協力協定締結記念相互
旅行を実施しました。
　福島信用金庫のお客様約１２０名が１０月、４班に別
れて２泊３日で来道され、各初日に当市の「だて道の
駅歴史の杜」へお越しいただき、当金庫の役職員がお
出迎えをさせていただきました。
　また、同月、当金庫のお客様３８名にご参加いただ
き、福島市内の「道の駅ふくしま」を訪問後、同市内
宿泊先の高湯温泉では、福島信用金庫の役職員の皆様
にお出迎えしていただきました。
　今後とも、友好協力協定締結に基づき、両金庫の地
域経済の活性化を目的とした、活動に取り組んでまい
ります。
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■新規創業にかかる日本政策金融公庫との
　協調融資商品の取扱い開始
　創業予定者と創業後間もない事業者の皆様へ、日本
政策金融公庫と円滑な協調融資に向けた体制整備、資
金繰り支援の強化を図るとともに、融資後も事業者の
皆さまの業況や多様なニーズを相互に共有・連携し、
資金提供や支援メニューを提供することで事業の発
展・継続を支援して参ります。

取引先支援に向けた取組み

■「食のビジネスマッチング２０２４in伊達」の開催
　当金庫の取引先１０社にご参加いただき、商社・百
貨店等の食品バイヤーとの個別面談方式のビジネス
マッチングを実施いたしました。食品バイヤーからは
商品開発や販路拡大に関する提案などがあり、十分な
手ごたえを感じた取引先が多く見られました。今回の
結果を踏まえ、今後も継続して開催したいと考えてお
ります。

■各種イベントへのボランティアでの参加
　地域貢献の取組みの一環として、各種イベントへボランティアとして参加しました。
＜ボランティアとして参加した主なイベント＞
　・第３７回伊達ハーフマラソン（伊達市）
　・とうや湖ぐるっと彫刻公園清掃（壮瞥町）
　・第５０回洞爺湖マラソン（洞爺湖町・壮瞥町）
　・知利別川清掃（室蘭市）
　・とようらいちご豚肉まつり（豊浦町）
　・伊達市館山町の国道３７号線沿いの花壇へ
　　マリーゴールドの植栽（伊達市）
　・ＴＯＹＡＫＯマンガ・アニメフェスタ２０２４（洞爺湖町）
　・２０２４洞爺夏まつり（洞爺湖町）
　・伊達武者まつり（伊達市）
　・北海道ツーデーマーチ（洞爺湖町）
　・室蘭市東公園清掃（室蘭市）
　・第３６回昭和新山国際雪合戦（壮瞥町）

第３７回伊達ハーフマラソン
（伊達市）

とうや湖ぐるっと彫刻公園清掃
（壮瞥町）

第５０回洞爺湖マラソン
（洞爺湖町・壮瞥町）

知利別川清掃（室蘭市）

とようらいちご豚肉まつり
（豊浦町）

伊達市館山町の国道３７号線沿いの
花壇へマリーゴールドの植栽

（伊達市） 伊達武者まつり（伊達市）

ＴＯＹＡＫＯマンガ・アニメ
フェスタ２０２４
（洞爺湖町）
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伊達信用金庫ＳＤＧｓ宣言

　伊達信用金庫は、「地域の皆様とともに、地域社会の発展に貢献する。」の経営理念のもと、地域貢献活動や地域行事への積
極的な参加、地域やお客様の課題解決支援の取組み等を通じて、国際連合が提唱する持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）を支援し
ています。
　　２０２１年１０月１日
� 伊達信用金庫　　　　
� 舘　崎　雄　二

　2015年9月の国連サミットにおいて
採択されたもので、「誰ひとり取り残さ
ない」という理念のもと、持続可能な世
界を実現するための17のゴールと169
のターゲットからなる、2030年までに
達成を目指す世界共通の開発目標です。

※ＳＤＧｓとは（「Sustainable Development Goals：持続可能な開発目標」の略称）

■伊達信用金庫の取組みを通じた主なＳＤＧｓへの貢献

＜お客様に向けた取組み＞ ＜当金庫内での取組み＞

創業支援・本業支援
経営改善支援・農業支援 健康経営推進

産官学金の連携
SDGsの普及活動

働き方改革推進
女性活躍推進
障害者雇用
能力開発

資産形成支援
ライフサポート

環境負荷軽減

まちづくり
芸術文化支援

ガバナンス

環境保全活動
ESG関連商品・投融資

就職サポート
金融教育・女性活躍推進
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２�０２4年度の事業概況
 事業方針�
　２０２４年度から新たな「伊達信用金庫　３か年　事業計
画」をスタートさせております。同計画では、「心」を
テーマとして職員意識を一層高め、「３年後に働きたい職
場」をつくることをベースに、「職員意欲向上」「課題解決
支援」「収益基盤強化」「業務効率化」の４つのチャレンジ
を掲げ、職員一丸となって取り組んでおります。
　これまで通りお客様に寄り添い、販売促進、事業再生や
経営改善等の支援を積極的に実践している中、当金庫の情
報通信技術（ＩＣＴ）を活用した農業支援の活動につきまし
て、信用金庫の業界団体である一般社団法人全国信用金庫
協会から「信用金庫社会貢献賞」を受賞しました。
　引き続き、外部機関との連携を強化し、地域とお取引先
の課題解決に向けた取組みを深化する方針です。

 金融経済環境�
　２０２４年度のわが国経済は、個人消費や設備投資の持ち
直しに伴い、雇用や所得環境の改善が進むなど、緩やかな
回復基調が継続した１年でありました。一方、中国経済の
減速、ロシアのウクライナ侵攻やパレスチナの紛争の継続
により、エネルギー価格の上昇が続き、円安もあいまって
物価上昇に歯止めがかからず、お取引先を取り巻く環境は
依然として厳しい状況にあります。
　金融市場では、２０２４年３月に日銀がマイナス金利を解
除し、その後２回の利上げとなり、「金利のある世界」に
突入となりました。当金庫では、資金運用利回りの向上に
よるプラスの面も見られましたが、保有有価証券の含み損
の増加などマイナスの影響も伴いました。

 業績�
■預金・貸出金
　２０２４年度末の預金残高は、前年度末比３，８８０百万円
（△２．３％）減少の１６７，９８３百万円となりました。
　人格別では、個人が前年度末比１，７５３百万円（△１．４％）�
減少の１２６，７９６百万円、法人等が同１，１９７百万円（△４．０�
％）減少の２８，６３０百万円、地方公共団体が同９２８百万円
（△６．９％）減少の１２，５５５百万円となりました。
　２０２４年度末の貸出金残高は、前年度末比４２６百万円
（△０．８％）減少の５４，６３０百万円となりました。
　人格別では、個人が同６０百万円（+０．５％）増加の１３，１０１�
百万円、法人等が前年度末比３８０百万円（△１．１％）減少
の３３,０１２百万円、地方公共団体は同１０７百万円（△１．２�
％）減少の８，５１７百万円となりました。

■損益等の状況
　経常収益は、資金運用収益が増加となったことにより、
前期比１１８百万円増加の２，０３６百万円となりました。業務
費用は、国債等債券売却損の計上を主要因に増加したこと
から、経常費用は同２８０百万円増加の１，８２７百万円となり
ました。
　この結果、経常利益は前期比１６２百万円減少の２０８百万
円、当期純利益は同１３４百万円減少の１７２百万円となり
ました。
　また、金融再生法に基づく不良債権額は、前年度末比
５２５百万円減少の２，６３４百万円、不良債権比率は同０．９１
ポイント減少の４．７９％となりました。

■自己資本比率
　自己資本比率は、１２．８０％の水準を確保いたしました。

■事業の展望および当金庫が対処すべき課題
　当金庫は、厳しい金融環境の中、経営の健全性を維持す
るとともに、安定的な収益を確保し、着実に内部留保の蓄
積を図ってまいりました。今後も、お客様に寄り添う伴走
支援型金融を通じて、これまで築いてきた信頼関係の更な
る強化を図り、地域に根差した事業活動を展開することで
盤石な営業基盤を構築し、ひいては収益力の向上につなげ
てまいります。
　また、西胆振地方の活性化に向けた取組みも積極的に推
進し、地域に必要とされる信用金庫であり続けたいと考え
ております。



9DATE SHINKIN BANK REPORT 2025

 最近５年間の主要な経営指標の推移�
２０２０年度 ２０２１年度 ２０２２年度 ２０２３年度 ２０２４年度

経常収益�（千円） 1,906,248 1,849,602 1,720,758 1,918,031 2,036,190
経常利益�（千円） 474,040 458,679 320,418 370,781 208,401
当期純利益�（千円） 478,148 455,303 326,117 307,499 172,867
出資総額�（百万円） 3,000 2,992 2,982 2,977 2,967
　普通出資額�（百万円） 625 617 607 602 592
　優先出資額�（百万円） 1,525 1,525 1,025 1,025 1,025
　その他の出資金�（百万円） 850 850 1,350 1,350 1,350
普通出資に対する配当金�（千円）
�（普通出資１口当り配当金（円））

6,222
（5）

6,134
（5）

6,043
（5）

5,839
（5）

5,721
（5）

優先出資に対する配当金�（千円） 27,000 27,000 18,000 18,000 18,000
普通出資総口数�（千口） 1,251 1,234 1,215 1,205 1,185
優先出資総口数�（千口） 150 150 100 100 100
純資産額�（百万円） 6,627 6,772 5,400 5,738 5,201
総資産額�（百万円） 187,592 192,128 179,184 178,114 173,777
預金積金残高�（百万円） 168,313 172,518 173,257 171,863 167,983
貸出金残高�（百万円） 60,459 57,541 55,327 55,057 54,630
有価証券残高�（百万円） 50,569 52,550 50,884 47,653 44,807
単体自己資本比率�（％） 12.19% 13.22% 11.89% 11.81% 12.80%
役員数�（人） 8 10 9 8 10
　うち常勤役員数�（人） 4 6 5 4 6
職員数�（人） 114 110 110 112 110
会員数�（人） 11,232 10,953 10,685 10,339 9,904

 当金庫の主要な事業の内容�
1　預金及び定期積金の受入れ
2　資金の貸付け及び手形の割引
3　為替取引
4　上記1～3の業務に付随する次に掲げる業務その他の業務
  （1）債務の保証又は手形の引受け
  （2）�有価証券（（5）に規定する証書をもって表示さ

れる金銭債権に該当するもの及び短期社債等を除
く。）の売買又は有価証券関連デリバティブ取引
（投資の目的をもってするものに限る。）

  （3）有価証券の貸付け
  （4）�国債証券、地方債証券若しくは政府保証債券（以

下「国債証券等」という。）の引受け（売出しの目
的をもってするものを除く。）並びに当該引受けに
係る国債証券等の募集の取扱い及びはね返り玉の
買取り

  （5）�金銭債権の取得又は譲渡及びこれに付随する業務
（除く商品投資受益権証書の取得・譲渡に係る付随
業務）

  （6）短期社債等の取得又は譲渡
  （7）次に掲げる者の業務の代理
　　    株式会社日本政策金融公庫
　　    独立行政法人住宅金融支援機構
　　    日本銀行
　　    年金積立金管理運用独立行政法人　等
  （8）�次に掲げる者の業務の代理又は媒介（内閣総理大

 決算期後に生じた当金庫の状況に関する重要な事実�
　該当ございません。

臣の定めるものに限る。）
　　    金庫（信用金庫及び信用金庫連合会）
  （9）�国、地方公共団体、会社等の金銭の収納その他金

銭に係る事務の取扱い
（10）有価証券、貴金属その他の物品の保護預り
（11）振替業
（12）両替
（１３）�地域活性化等業務（信用金庫法施行規則で定める

もの）
5　�国債証券、地方債証券、政府保証債券その他の有価証
券について金融商品取引法により信用金庫が営むこと
のできる業務（上記4により行う業務を除く。）

6　法律により信用金庫が営むことのできる業務
  （1）�保険業法（平成7年法律第105号）第275条第1項

により行う保険募集
  （2）�確定拠出年金法（平成13年法律第88号）により

行う業務
  （3）�高齢者の居住の安定確保に関する法律（平成13年

法律第26号）の定めるところにより、高齢者居住
支援センターからの委託を受けて行う債務保証の
申込の受付及び保証債務履行時の事務等（債務の
保証の決定及び求償権の管理回収業務を除く。）

  （4）�電子記録債権法（平成19年法律第102号）第58
条第2項の定めるところにより、電子債権記録機関
の委託を受けて行う電子債権記録業に係る業務
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総�代会について
 総代会制度について�
　信用金庫は、会員同士の「相互信頼」と「互恵」の精神
を基本理念に、会員一人ひとりの意見を最大の価値とする
協同組織金融機関です。したがって、会員は出資口数に関
係なく、１人１票の議決権を持ち、総会を通じて当金庫の
経営に参加することとなります。しかし、当金庫では、会
員数がたいへん多く、総会の開催は事実上不可能です。
　そこで、当金庫では、会員の総意を適正に反映し、充実
した審議を確保するため、総会に代えて総代会制度を採用
しております。
　この総代会は、決算、取扱業務の決定、理事・監事の選
任等の重要事項を決議する最高意思決定機関です。した
がって、総代会は、総会と同様に、会員一人ひとりの意見
が当金庫の経営に反映されるよう、総代構成のバランス等
に配慮し、選任区域ごとに総代候補者を選考する選考委員
会を設け、会員の中から適正な手続きにより選任された総
代により運営されます。
　また、当金庫では、総代会に限定することなく、意見箱
の店頭設置や役職員による日々の訪問活動など、日常の事
業活動を通じて、総代や会員とのコミュニケーションを大
切にし、さまざまな経営改善に取り組んでおります。
　なお、総代会の運営に関するご意見やご要望につきまし
ては、お近くの営業店までお寄せください。

 総代とその選任方法�
１．総代の任期・定数
　  ○総代の任期は３年です。
　  ○�総代の定数は、６０人以上９０人以内で会員数に応じ

て各選任区域ごとに定められております。
　　 � なお、２０２5年６月１7日現在の総代数は69人で、会

員数は9,904人（２０２5年３月末）です。

２．総代の選任方法
　 � 総代は、会員の代表として、会員の総意を当金庫の経
営に反映する重要な役割を担っております。

　 � なお、総代の選考は、次の３つの手続きを経て選任さ
れます。

　  1�総代会の決議により、会員の中から総代候補者選考
委員を選任する。

　  2�選考委員会を開催のうえ、総代候補者選考委員が総
代候補者を選考する。

　  3�上記2により選考された総代候補者を会員が信任す
る（異議があれば申し立てる）。

　 （注）総代候補者選考基準
　 （1）資格要件
　  　①当金庫の会員であること
　  　②就任時点で７０歳未満であること
　 （2）適格要件
　  　①総代としてふさわしい見識を有していること
　  　②良識をもって正しい判断ができること
　  　③�人格にすぐれ、金庫の理念・使命を十分理解して

いること
　  　④事業者の場合は、経営内容が良好であること
　  　⑤その他総代選考委員が適格と認めた方であること

 総代会のしくみ�

総　代

会　員

伊達信用金庫
理事会

総代候補者選考委員

総代会

②
総
代
選
出

①
選
考
委
員
の
選
出

重
要
事
項
の
決
定

意
見
、
要
望

事
業
報
告

事
業
報
告

意
見
、
要
望

総代年齢別構成

総代職業別構成

総代業種別構成

65歳～69歳
21名

６０歳～６４歳
17名

５５歳～５９歳
13名 

５０歳～５４歳
10名

４０歳～４９歳
3名

法人 1名
７０歳以上 4名

卸売業
4先

その他のサービス業 3先
医療・保険衛生・福祉 2先

宿泊業
2先

製造業
4先

運輸業
2先

農業 2先

小売業
19先

建設業
20先

その他 2先

不動産業 4先
専門・技術サービス業 3先

生活関連サービス業 2先

法人・法人代表者
57名

個人事業主 6名
個人 6名 

（２０２5年６月１7日第７6回通常総代会終了時点）

 総代構成グラフ（年齢・業種・職業別）�
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 総代が選任されるまでの流れ�

総代会は、会員一人ひとりの意見を適正に反映
するための開かれた制度です。

会  員

総代会

総  代

②選考委員会を開催のうえ、選
　考基準に基づき、選考委員が
　総代候補者を選考する。

会員の総意を適正に
反映するための制度

総　代
候補者

選考委員 ①総代会の決議により、会員の
　中から選考委員を選任する。

③総代候補者氏名を店頭掲示し、
　所定の手続きを経て、会員の
　代表として総代を委嘱

決算に関する事項、理事・監事
の選任等重要事項の決定

 総代の氏名�

 第７6回通常総代会の開催�
　２０２5年６月１7日、第７6回通常総代会において、次の
事項が付議され、それぞれ原案どおり承認されました。

1報告事項
　�第７6期業務報告、貸借対照表および損益計算書の内容
報告の件

2決議事項
　第１号議案　第７6期剰余金処分案承認の件
　第２号議案　会員の除名の件
　第3号議案　理事の任期満了に伴う選任の件
　第４号議案　総代候補者選考委員の選任の件

（定数：73名、総数：69名）（２０２5年６月１7日　第７6回通常総代会終了時点）

※カッコ内は現総代数、氏名の後の数字は総代への就任回数　敬称略

伊達地区　 定数３4名（３2名）

伊達市 網代町 大和田康夫 ⑧

　〃　　 水上　真明 ③

梅本町　　佐久間寛行 ⑥

　〃 中里　光成 ④

大町　　 早瀬　芳宏 ⑨

北稀府町 山本　良三 ⑦

末永町 寿浅　雅俊 ⑧

　〃　　 望月　孝一 ⑤

竹原町 大矢　大介 ③

　〃　　 片岡　雄也 ⑥

館山町 佐藤　　篤 ⑤

長和町 大光　　力 ①

　〃　　 山本　　勇 ④

錦町 小松　幸雄 ⑧

舟岡町 木谷由紀男 ③

　〃　　 菅　　裕一 ⑨

　〃　　 鈴木　敏則 ③

　〃　　 時田　由昭 ③

　〃　　 福澤　祐一 ④

　〃　　 山木　博孝 ④

松ヶ枝町 長野　雄二 ③

元町 小倉　　拓 ③

　〃　　 川南　忠士 ⑥

　〃　　 菊谷　義統 ①

　〃　　 小杉　芳昭 ⑥

　〃　　 笹山　智市 ⑦

山下町 浅水　勝男 ⑤

　〃　（会社） 小熊　達也 ③

　〃　　 斎藤光太郎 ⑤

　〃　　 稀玉　晃司 ⑦

　〃　　 吉村　亮輔 ①

弄月町（支店） ㈱ダテハキ ⑬

壮瞥地区 定数4名（4名）

壮瞥町 壮瞥温泉 阿野　裕司 ③

滝之町 岩倉　光良 ⑦

　〃 山本　　勲 ②

立香 清水　達雄 ②

洞爺湖地区　 定数１3名（１3名）

洞爺湖町 旭町 千葉　　薫 ④

泉　 鈴木　雅善 ④

大磯町　 川又　範計 ⑦

大原 大西　　智 ①

栄町　　 宍戸　秀徳 ④

　〃　　 三好　健一 ③

高砂町 出店　正照 ③

洞爺湖温泉 越後　進一 ①

　〃　　 来栖　正光 ⑦

　〃　　 三橋　憲二 ④

洞爺町 高橋　哲也 ⑪

本町　　 伊藤　善広 ⑦

　〃　　 片岡　一之 ③

豊浦地区 定数4名（4名）

豊浦町 幸町 小川　晃司 ③

　〃 髙橋　浩信 ⑨

船見町 矢島　安博 ②

礼文華 山下　圭一 ⑧

室蘭地区 定数１0名（8名）

室蘭市 御前水町（会社） 松見　哲也 ③

祝津町 酒本　久也 ⑥

高砂町 内山　　道 ③

中島町 小山田享誌 ③

中島本町 小林　　進 ⑤

水元町 及川　　隆 ④

宮の森町 高井　智志 ⑩

　〃 山口　順也 ③

登別地区　 定数8名（8名）

白老町 虎杖浜 松田　幸男 ⑥

登別市 片倉町 山地　勝彦 ⑨

富浦町 宇佐美正勝 ③

富岸町 小林　貴秀 ④

登別東町 成田　光男 ⑥

美園町（会社） 山下　正純 ⑥

若草町 倉見　忠人 ③

鷲別町 峰田　謙二 ⑥
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組�織図・役員の紹介
２０２5年６月末現在

常勤理事
秋 田 雅 道

監事（※2）
楠 本 哲 朗

常務理事（代表理事）
熊 谷 賢 次

理事（※1）
須 藤 正 之

 役員の紹介�

理　事　長

理　事　会

総　代　会

東

　出

　張

　所

洞
爺
温
泉
支
店

壮

　瞥

　支

　店

虻

　田

　支

　店

豊
浦
出
張
所

室

　蘭

　支

　店

東

　町

　支

　店

わ
し
べ
つ
支
店

本

　
　
　
　
　店

監　事　会

常 勤 監 事

常　務　会 常 務 理 事

常 勤 理 事

リスク統括グループ 人事グループ 審査グループ総務グループ 事務グループ 監　査　室営業グループ

２０２5年６月末現在

理事長（代表理事）
舘 崎 雄 二

理事（※1）
渡 邊 栄 一

常勤理事（※1）
花 田 　 修

理事（※1）
大 西 英 生

常勤理事
澤 出 和 也

監事（※2）
森 　 信 也

（※1）信用金庫業界の「総代会の機能向上策等に関する業界申し合わせ」に基づく職員外理事です。
（※2）信用金庫法第３２条第５項に定める員外監事です。
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 店舗外キャッシュコーナー�

 営業店・相談窓口�

営�業店・相談窓口・店舗外キャッシュコーナーのご案内

長万部町

豊浦町

ニセコ町 真狩村 喜茂別町

留寿都村

洞爺湖町

伊達市

室蘭市

登別市

壮瞥町

伊達市
大滝区

白老町

苫小牧市

営業エリア店舗所在地

（2025年6月末現在）

（2025年6月末現在）

店　舗　名 所　在　地 電話番号

キャッシュコーナーの
営業時間

カード
振込

現金
振込

通帳
繰越

定期
解約入　出　金

平　日 土日祝

❶本　店 伊達市梅本町39番地30 0142-23-3535 8:45～19:00 9:00～17:00 ○ ○ ○ ○

❷本店 東出張所 伊達市舟岡町158番地11 0142-25-5757 8:45～19:00 9:00～17:00 ○ ─ ○ ○

❸虻田支店 虻田郡洞爺湖町旭町5番地16 0142-76-2245 8:45～19:00 9:00～17:00 ○ ○ ○ ○

❹虻田支店 豊浦出張所 虻田郡豊浦町字幸町15番地 0142-83-2525 9:00～17:00 ─ ○ ○ ○ ○

❺洞爺温泉支店 虻田郡洞爺湖町洞爺湖温泉129番地1 0142-75-2261 9:00～17:00 ─ ○ ○ ○ ○

❻壮瞥支店 有珠郡壮瞥町字滝之町287番地7 0142-66-2525 8:45～19:00 9:00～17:00 ○ ○ ○ ○

❼室蘭支店 室蘭市中島町1丁目29番1号 0143-44-8731 8:45～19:00 9:00～17:00 ○ ○ ○ ○

❽わしべつ支店 登別市美園町4丁目23番地3 0143-86-5711 8:45～19:00 9:00～17:00 ○ ○ ○ ○

❾東町支店 室蘭市東町2丁目16番6号 0143-43-8001 8:45～19:00 9:00～17:00 ○ ○ ○ ○

　だてしん相談プラザ 伊達市舟岡町158番地11 本店東出張所内　 0120-127-771 （年金相談は水曜日を除く）

店　舗　名 所　在　地
入　出　金 カード

振込
現金
振込

通帳
繰越

定期
解約平　日 土日祝

イオン伊達店キャッシュコーナー 伊達市末永町8番地1  9 :00～21:00  9 :00～21:00 ○ ─ ○ ○

ウロコ山下店キャッシュコーナー 伊達市山下町１６０番地 10:00～19:00 ─ ○ ─ ○ ○

ウロコ末永店キャッシュコーナー 伊達市末永町49番地 10:00～19:00 ─ ○ ─ ○ ○

※店舗休業日は休止となります。
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商�品ラインナップ

ためる
ふやす

かりる

そなえる

サービス

普通預金
お手軽に出し入れができ、おサイフ代わりにご利用
いただけます。公共料金等の自動支払や各種クレ
ジットの決済口座としてご利用いただけます。
総合口座
１冊の通帳に普通預金と定期性預金がセットでき、
貯める、支払う、受取る、借りる（定期預金・定期
積金合計額の９０％、最高５００万円までご利用いた
だけます。）の機能を備えた便利な口座です。
ＡＴＭ定期
ATMでいつでも定期預金のお預け入れができます。
個人のお客様には利率が0.01%上乗せされます。

しんきんｉＤｅＣｏ
少額から老後の資金準備を始めることができます。

WEBバンキング
お客様がパソコンやスマートフォンにより、インター
ネットを利用して資金移動いただけるサービスです。
また、振込や残高照会等各種照会もご利用いただけます。
デビットカード
J-Debit加盟店で商品の代金を当金庫のキャッシュ
カードでお支払いただけます。
給与の自動受取
毎月の給与やボーナスが直接お客様の預金口座に振
込まれます。現金の紛失や盗難の心配もなく出張や
休暇中でもお受取りになれます。
電子マネーチャージサービス
当金庫口座から、電子マネーチャージ（預金口座振
替により引落とし）ができます。
通帳レスアプリ
いつでもどこでも、入出金明細や残高をスマホで確
認できます。

スーパー定期預金
多様化する資金運用にお応えでき、確定利回りで安
心です。個人のお客様には有利な半年複利タイプも
あります。

住宅ローン（しんきん保証基金保証付）
住宅の新築・購入・増改築・借換資金にご利用ください。
 融資金額  1億円以内  融資期間  40年以内
ベスト住宅ローン（全国保証保証付）
住宅の新築・購入・増改築・借換資金にご利用ください。
 融資金額  1億円以内   融資期間  40年以内
無担保住宅ローン【WEB申込み対応】

（しんきん保証基金保証付）
お手続きが簡単で、不動産担保、保証人が不要な住
宅ローンです。
 融資金額  2,000万円以内   融資期間  25年以内

住宅ローン関連の長期火災保険
地震保険のセットをおすすめします。

公共料金等の自動振替
一度のお手続きで電話料・電気料・NHK受信料・
ガス料金・水道料・税金等の公共料金や各種保険
料・クレジット代金を預金口座から自動的にお支払
いいたします。
マルチペイメントネットワーク
お客様と当金庫、国や収納機関をネットワーク回線
で結ぶことにより国庫金や公共料金の支払を即座に
行える電子収納システムです。

「ことら送金」および�  
「スマホ決済サービス『BankPay』」
1日10万円までの個人間送金が無料でできます。
BankPay加盟店でスマホ決済ができます。
J-Coin Payとの口座連携
「ことら送金」「J-Coin Pay加盟店でのスマホ決済」
「預金口座との入出金」ができます。

コスモスカードローン【ＷＥＢ完結ローン対応】
お使いみちは自由で、ATM専用の便利なカード式
ローンです。
きゃっするⅡ【ＷＥＢ申込み対応】　
お使いみちは自由で、ATM専用の便利なカード式
ローンです。最大900万円までご融資可能です。
カーライフプラン【ＷＥＢ完結ローン対応】
マイカーの購入・買替に最適なローンです。
 融資金額  1,000万円以内  融資期間  15年以内

当金庫と職域サポート契約を締結している事業所
で働く役職員の方（パートさん、アルバイトさん
も可）向け優遇金利商品

職域フリーローン【WEB完結ローン対応】
お使いみちは自由です。事業性資金、おまとめ資金
でもご利用可能です。
 融資金額  500万円以内  融資期間  10年以内
職域サポートマイカーローン【WEB完結ローン対応】
マイカー購入資金、マイカー関連資金、同借換資金
でご利用できます。
 融資金額  1,000万円以内  融資期間  15年以内
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お客様のライフスタイルに応じた金融商品・サービスを各種ご提供しています。
地域の暮らしをよく知るだてしんの商品ラインナップが、マネープランを充実させるお手伝い
をいたします。

ためる
ふやす

かりる

そなえる

サービス

※
こ
の
ほ
か
に
も
多
様
な
商
品
を
取
り
揃
え
て
お
り
ま
す
。
詳
し
く
は
窓
口
へ
お
気
軽
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

定期積金
目的に合わせて掛金・期間を定め毎月一定額を積み
立てていく預金です。

だてしん教育カードローンステップUP
【WEB完結ローン対応】
便利なカード式ローンです。受験にともなう費用・
入学金・授業料等の就学に関わるお支払いにご利用
ください。
 融資金額  500万円以内   融資期間  14年9ヵ月以内
教育プラン【ＷＥＢ完結ローン対応】
短大・専修学校・大学等への納付金・書籍代・下宿
代等資金にご利用ください。
 融資金額  1,000万円以内   融資期間  16年以内
フリーローン「アシスト」【ＷＥＢ申込み対応】
お使いみちが自由なローンで借換資金としてもご利
用いただけます。
 融資金額  800万円以内   融資期間  10年以内

医療保険の窓口販売
お子様の入院時等の備えにご活用ください。

為替自動振込
毎月お客様の預金口座から一定日に指定された金額
を自動的に引落とし指定口座へお振り込みいたしま
す。家賃の支払いや学費の仕送り等に便利です。

年金優遇定期預金「すこやか」
当金庫で年金をお受取りのお客様、また、新たに受
取りを開始するお客様がご利用いただける金利上乗
せ定期預金です。
個人向け国債の窓口販売
個人向け国債の取扱いを行っております。国が発行
する債券で、安全性を重視した資金運用に適してい
ます。

シルバーきゃっする
年金受給者専用のカード式ローンです。満60歳以
上69歳以下の方がご利用いただけます。
 融資金額  50万円以内   融資期間  5年間
アパートローン
アパートの新築・購入・増改築・土地購入・借換資
金にご利用ください。
 融資金額  1億円以内
 融資期間  �鉄骨・鉄筋コンクリート造りの新築、購入

および土地購入は30年以内�  
上記以外の新築、購入、増改築は20年以内

利率更改型一時払終身保険＜無告知型＞の窓口販売
ご家族のため、将来のご自身のために「よりふやし
て、のこす」ことができます。
一時払型個人年金保険の窓口販売
ゆとりある老後の資産形成と一定期間の資金運用に
ご活用ください。

年金の自動受取
一度のお手続きで国民・厚生・共済年金等の各種年
金が毎回お客様の預金口座へ振込まれます。当金庫
で年金をお受取りのお客様は、金利優遇定期預金を
ご利用いただけます。

■個人向けのお客様の相談窓口「だてしん相談プラザ」
　年金・各種ローンのご相談に専門スタッフが対応いたします。豊かな暮らしのパートナーとしてお気軽にご相談ください。
　住所：伊達市舟岡町158番地11　東出張所内フロア　　電話（フリーダイヤル）：0120-127-771
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昭　和
1949年
（昭和24）

6月17日
9月 5 日
9月20日

伊達信用組合設立総会開催
大蔵大臣より設立許可
伊達信用組合設立（組合長遊佐敬徳）
営業区域有珠郡伊達町・壮瞥町・徳舜瞥村（大滝村）・
虻田郡虻田町・豊浦町・洞爺村

1950年
（昭和25）

3月28日
5月 7 日
10月14日

豊浦支店開設
小西力蔵　組合長に就任
虻田支店開設

1951年
（昭和26）

3月10日
10月15日
10月20日

洞爺温泉支店開設
向洞爺支店開設
「信用金庫」の事業免許を受け伊達信用金庫に改組

1953年
（昭和28）

9月28日
10月 7 日

壮瞥支店開設
有珠支店開設

1958年
（昭和33）

12月31日 預金残高10億円達成

1959年
（昭和34）

8月10日
10月11日

大滝支店開設
創立10周年記念式典挙行

1962年
（昭和37）

6月25日 伊達駅前支店開設

1964年
（昭和39）

4月  1日
9月17日
12月  8日

営業区域を室蘭市に拡張
創立15周年記念式典挙行
壮瞥町の指定金融機関に指定

1965年
（昭和40）

8月 5 日
12月25日

営業区域をニセコ町・真狩村・留寿都村・喜茂別町に拡張
預金残高50億円達成

1966年
（昭和41）

6月28日 黄金支店開設

1968年
（昭和43）

7月  6日 守屋秀夫　理事長に就任

1969年
（昭和44）

9月20日 創立20周年記念式典挙行

1970年
（昭和45）

4月  1日
12月31日

豊浦町の指定金融機関に指定
預金残高100億円達成

1971年
（昭和46）

8月31日
12月  3日

向洞爺支店を洞爺支店に改称
黄金支店廃止、室蘭支店開設

1973年
（昭和48）

6月19日 営業区域を登別市に拡張

1974年
（昭和49）

10月30日 預金残高200億円達成

1975年
（昭和50）

5月22日 伊藤萬吉　理事長に就任

1977年
（昭和52）

8月10日 有珠山噴火災害対策本部設置

1978年
（昭和53）

6月  9日
10月  4日

営業区域を苫小牧市・白老町に拡張
わしべつ支店開設

1979年
（昭和54）

6月  1日 創立30周年記念式典挙行

1982年
（昭和57）

8月31日
9月20日

預金残高500億円達成
長和支店開設

1985年
（昭和60）

10月7日 末永支店開設

1987年
（昭和62）

3月17日
5月  9日

だてしんビジネスサービス㈱設立
工藤賢一　理事長に就任

平　成
1990年
（平成2）

10月  8日 日本銀行当座預金取引開始

1991年
（平成3）

2月  1日
12月24日

窓口業務取扱時間の延長（9時～16時）
東支店開設

1992年
（平成4）

1月17日
4月  1日
5月  8日

日本銀行歳入代理店事務取扱い開始
伊達赤十字病院にATM設置
島本清志　理事長に就任

1993年
（平成5）

4月 5 日 だてしん相談プラザ開設

1994年
（平成6）

12月28日 預金残高1,000億円達成

1995年
（平成7）

4月17日
9月25日

虻田支店移転新築オープン
室蘭支店移転新装オープン

1996年
（平成8）

9月24日 本店移転新築オープン
本店網代町出張所オープン
末永支店を本店に統廃合

1997年
（平成9）

4月25日
10月  1日

舟橋英二　理事長に就任
伊達市役所に共同ATM設置

1998年
（平成10）

1月21日
10月  9日

ウロコ虻田店にATM設置
伊達サティ（現イオン）にATM設置

1999年
（平成11）

8月24日
9月25日

伊達市の指定金融機関に指定
創立50周年記念式典挙行

2000年
（平成12）

2月  1日
3月30日
4月  3日
6月23日
7月  1日
10月26日

ホームページ開設
有珠山噴火災害対策本部設置
テレホンバンキング取扱い開始
楽木恭一　理事長に就任
だてしんポイント倶楽部開始
営業区域を長万部町に拡張

2001年
（平成13）

2月26日
4月  2日
6月22日

インターネットバンキング取扱い開始
長期火災総合保険の窓口販売開始
第4回信用金庫社会貢献賞特別賞を受賞

2002年
（平成14）

10月  1日
11月18日

生命保険の窓口販売開始
有珠支店・長和支店を本店有珠出張所・本店長和出張所に改称

伊�達信用金庫のあゆみ
2003年
（平成15）

3月24日
10月14日

虻田町役場に共同ATM設置
洞爺支店を洞爺温泉支店洞爺出張所に、大滝支店を壮瞥支店大
滝出張所に改称

2004年
（平成16）

3月  1日
9月13日

アイワイバンク銀行（現セブン銀行）とATM提携
豊浦支店を虻田支店豊浦出張所に改称

2005年
（平成17）

4月22日

4月25日
7月11日

10月24日
12月19日

室蘭商工信用組合との間で合併を視野に入れた全面的な業務提
携に合意
洞爺温泉支店洞爺出張所「とうや水の駅」内に移転
伊達駅前支店、東支店を本店伊達駅前出張所、本店東出張所に
改称
道内金融機関で初となるATMの生体認証システムを導入
虻田支店豊浦出張所、新築移転

2006年
（平成18）

3月27日
4月  3日
11月  1日
12月10日
12月14日

新町（洞爺湖町）の指定金融機関に指定
大滝出張所「大滝総合支所」内に移転
室蘭商工信用組合と基本協定書を締結
ウロコ末永店にATM設置
AED（自動体外式除細動器）を本支店3ヵ所設置

2007年
（平成19）

1月12日
5月18日
12月10日

道教委と「北海道家庭教育サポート企業等制度」協定
室蘭商工信用組合と合併契約書を締結
室蘭支店移転オープン

2008年
（平成20）

1月21日

3月  3日

室蘭商工信用組合と合併
東町支店移転オープン
壮瞥支店移転オープン

2009年
（平成21）

3月19日

3月23日
3月31日

4月  6日

7出張所を母店に統廃合
　本店／網代町出張所、有珠出張所、伊達駅前出張所
　室蘭支店／本輪西出張所　東町支店／輪西出張所
　わしべつ支店／工大前出張所　幌別支店／登別出張所
洞爺湖町役場の共同ATMの営業を終了
3ヵ所の店外ATMを廃止
　伊達市役所ATM／伊達赤十字病院ATM／日鋼記念病院ATM
店舗移転　室蘭中央支店（室蘭支店内へ移転）
　　　　　幌別支店（わしべつ支店内へ移転）
わしべつ支店移転オープン

2010年
（平成22）

6月18日
9月15日

10月29日
11月29日

舘崎雄二　理事長に就任
北海道胆振総合振興局との地域経済活性化に向けた包括連携協
定締結
室蘭警察署に暴力団排除宣言
伊達警察署に暴力団排除宣言

2011年
（平成23）

4月12日

8月31日

9月29日

北海道経済産業局の「中小企業支援ネットワーク強化事業」へ
参加登録
「伊達市における事業者協力による高齢者等地域見守り活動
（愛称：もしかしてネット）」に協力事業者として参加
イオン銀行とATM提携

2012年
（平成24）

9月 7 日 室蘭中央支店を室蘭支店に統廃合　　　　　　　　　　　
幌別支店をわしべつ支店に統廃合

2013年
（平成25）

2月  1日
2月  4日
12月12日

「経営革新等支援機関」の認定取得
でんさいネットの取扱い開始
㈱日本政策金融公庫室蘭支店との「業務連携・協力に関する覚
書」締結

2014年
（平成26）

4月  1日
6月16日
7月28日

9月24日

地域経営支援チームを新設
伊達商工会議所との「産業振興連携協力に関する協定書」の締結
洞爺湖町・豊浦町・壮瞥町各商工会との「産業振興連携協力に
関する協定書」の締結
（独）中小企業基盤整備機構北海道本部との「業務連携・協力
に関する覚書」の締結

2015年
（平成27）

4月  1日
10月  1日
10月31日

窓口業務取扱時間の変更（9時～15時）
事業再生支援チームを新設
だてしんビジネスサービス㈱解散

2016年
（平成28）

4月  1日 だてしん相談プラザを本店東出張所内へ移設

2017年
（平成29）

2月  8日
5月22日
6月  1日
8月  1日
9月22日
11月  9日
12月 7 日

「地域農業を考える会」の発足
北海道中小企業家同友会西胆振支部との連携協定締結
Facebookページ開設
「北海道すぐれもんShopping!!」への参画
伊達市との包括連携協定を締結
「西いぶりアグリチャレンジ会議」の設置
洞爺湖町、豊浦町、壮瞥町との包括連携協定を締結

2018年
（平成30）

1月  4日

3月26日

上光証券株式会社（現北洋証券株式会社）との顧客紹介業務の
提携
ホームページのリニューアル

2019年
（平成31）

4月  1日 伊達駅前キャッシュコーナーをウロコ山下店キャッシュコー
ナーに移転

令　和
2020年
（令和2）

5月25日
7月  1日

窓口営業時間の変更（昼休み導入）　4出張所
壮瞥支店大滝出張所を壮瞥支店に統廃合

2021年
（令和3）

6月  8日
10月  1日

窓口営業時間の変更（昼休み導入）　4支店
伊達信用金庫SDGs宣言

2022年
（令和4）

3月  1日
7月29日

株式会社商工組合中央金庫との業務協力契約の締結
あおぞら債権回収㈱およびあおぞら地域再生㈱との「しんき
ん地域再生ファンド」の利用に関する覚書を締結

２０２３年
（令和５）

３月１３日

8月31日

10月  6日

「2022年度地方創生に資する金融機関等の『特徴的な取組事例』」
表彰
2出張所を母店に統廃合
　本店／長和出張所
　洞爺温泉支店／洞爺出張所
ウロコ虻田店の店外ATMを廃止
福島信用金庫との「伊達の郷」友好協力協定締結

２０２4年
（令和6）

３月１9日
６月２１日

国立大学法人室蘭工業大学との連携協定締結
全国信用金庫協会第27回「信用金庫社会貢献賞」受賞
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・職員同士が、お互いを理解し、認め合える職場
・風通しがよく、働くことが楽しいと思える職場

ビジネスモデル

職員行動指針（働く目的）

伊達信用金庫３か年事業計画
テーマ「心」～心で聴き心で話す、職員一人ひとりの心が職場を変える～

地域の皆様とともに地域社会の発展に貢献する

ＣＳ（お客様満足）スローガン

仲間を思いやり・助け合い・ずっと働きたいと思える職場へ

「ＥＳ（職員満足）」なくして
「ＣＳ（お客様満足）」なし

お客様の課題を金庫の課題と捉え
組織が一枚岩となって解決に取組む

ＥＳ（職員満足）スローガン

課題・悩みを抱えるお客様に、お客様のニーズに合ったサービスと寄り添う
伴走支援により、最も身近で信頼される永続的な「だてしん」を目指します。

経営戦略

●地域の法人・個人が抱える課題を解決し、地域経済に貢献するために働く。
●お客様のため（お客様を良くしたい）、
　この地域の未来のため（この地域を良くしたい）、
　自分のため（自分を成長させたい）に働く。

●職員意欲向上　●課題解決支援　●収益基盤強化　●業務効率化

3年後に
働きたい職場

経営理念

伊�達信用金庫３か年事業計画
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開�示債権の状況

 信用金庫法開示債権及び金融再生法開示債権の保全・引当状況�

区　　　分 開示残高
（a）

保全額
（b）

保全率
（b）/（a）

引当率
（d）/（a－c）

担保・保証
等による回
収見込額　
（c）

貸倒引当金
（d）

破 産 更 生 債 権 及 び
これらに準ずる債権

２０２３年度 60 60 34 25 100.00 100.00

２０２４年度 47 47 25 21 100.00 100.00

危 険 債 権
２０２３年度 3,099 2,962 1,529 1,433 95.58 91.29

２０２４年度 2,587 2,469 1,758 711 95.45 85.82

要 管 理 債 権
２０２３年度 0 0 0 0 0.00 0.00

２０２４年度 0 0 0 0 0.00 0.00

三月以上延滞債権
２０２３年度 0 0 0 0 0.00 0.00

２０２４年度 0 0 0 0 0.00 0.00

貸出条件緩和債権
２０２３年度 0 0 0 0 0.00 0.00

２０２４年度 0 0 0 0 0.00 0.00

小　　　　　計� （Ａ）
２０２３年度 3,159

２０２４年度 2,634

正　常　債　権� （Ｂ）
２０２３年度 52,170

２０２４年度 52,333

総与信残高� （Ａ）＋（Ｂ）
２０２３年度 55,329

２０２４年度 54,967

（単位：百万円、％）

（注）１．�「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破
綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権です。

　　　２．�「危険債権」とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本
の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権で、「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」に該当しない債権です。

　　　３．�「要管理債権」とは、信用金庫法上の「三月以上延滞債権」に該当する貸出金と「貸出条件緩和債権」に該当する貸出金の合
計額です。

　　　４．�「三月以上延滞債権」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸出金で、「破産更生債権及び
これらに準ずる債権」及び「危険債権」に該当しない貸出金です。

　　　５．�「貸出条件緩和債権」とは、債務者の経営再建等を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、
債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で、「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」、「危険債権」及び
「三月以上延滞債権」に該当しない貸出金です。

　　　６．�「正常債権」（Ｂ）とは、債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がない債権であり、「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」、
「危険債権」及び「要管理債権」以外の債権です。

　　　７．�「担保・保証等による回収見込額」（ｃ）は、自己査定に基づいて計算した担保の処分可能見込額及び保証による回収が可能と
認められる額の合計額です。

　　　８．�「貸倒引当金」（ｄ）には、正常債権に対する一般貸倒引当金を除いて計上しております。
　　　９．�「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」、「危険債権」及び「正常債権」が対象となる債権は、貸借対照表の「有価証券」中

の社債（その元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が有価証券の私
募（金融商品取引法第２条第３項）によるものに限る。）、貸出金、外国為替、「その他資産」中の未収利息及び仮払金並びに債
務保証見返の各勘定に計上されるもの並びに注記されている有価証券の貸付けを行っている場合のその有価証券（使用貸借又
は賃貸借契約によるものに限る。）です。
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個�人情報保護宣言（プライバシーポリシー）
�
伊達信用金庫
〒052-8650 北海道伊達市梅本町３９番地３０
� 理事長　舘 崎 雄 二

　当金庫は、お客様からの信頼を第一と考え、お客様の個人
情報および個人番号（以下「個人情報等」といいます。）の
適切な保護と利用を図るために、個人情報の保護に関する法
律（平成１５年５月３０日法律第５７号）、行政手続における特
定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成
２５年５月３１日法律第２７号）および金融分野における個人情
報保護に関するガイドライン、その他個人情報等保護に関す
る関係諸法令等を遵守するとともに、その継続的な改善に努
めます。また、個人情報等の機密性・正確性の確保に努めま
す。
�

１．個人情報とは
　本プライバシーポリシーにおける「個人情報」とは、生存する
個人に関する情報であって「住所・氏名・電話番号・生年月日」
等、特定の個人を識別することができる情報（他の情報と容易に
照合することができ、それにより特定の個人を識別することがで
きるものを含みます。）、または「個人識別符号」が含まれる情報
をいいます。
　なお、個人識別符号とは、以下のいずれかに該当するもので、
政令等で個別に指定されたものをいいます。
（1）�身体の一部の特徴をコンピュータ処理できるよう変換した

データ
　　＜例＞顔・静脈・声紋・指紋認証用データ等
（2）�国・地方公共団体等により利用者等に割り振られる公的な

番号
　　＜例＞�運転免許証番号、パスポート番号、個人番号（マイナ

ンバー）等

２．個人情報等の取得・利用について
（1）個人情報等の取得
　・�当金庫は、あらかじめ利用の目的を明確にして個人情報等の
取得をするとともに、偽りその他不正の手段により個人情報
等を取得することはありません。また、金庫業務の適切な業
務運営の必要から、お客様の住所・氏名・電話番号、性別、
生年月日などの個人情報の取得に加えて、融資のお申込の際
には、資産、年収、勤務先、勤続年数、ご家族情報、金融機
関でのお借入れ状況など、金融商品をお勧めする際には、投
資に関する知識・ご経験、資産状況、年収などを確認させて
いただくことがあります。

　・お客様の個人情報は
　　①�預金口座のご新規申込書等、お客様にご記入・ご提出いた

だく書類等に記載されている事項
　　②�営業店窓口係や得意先係等が口頭でお客様から取得した事

項
　　③�当金庫ホームページ等の「お問い合わせ」等の入力事項
　　④�電子交換所等の共同利用者や個人信用情報機関等の第三者

から提供される事項
　　⑤その他一般に公開されている情報
　　等から取得しています。

（2）個人情報等の利用目的
　・�当金庫は、次の業務において、次の利用目的のために個人情
報等を利用し、それ以外の目的には利用しません。個人番号
については、法令等で定められた範囲内でのみ利用します。
また、お客様にとって利用目的が明確になるよう具体的に定
めるとともに、取得の場面に応じ、利用目的を限定するよう

努めます。
　・�お客様本人の同意がある場合、もしくは法令等により開示が
求められた場合等を除いて、個人情報を第三者に開示・提示
することはございません。

　Ａ．個人情報（個人番号を含む場合を除きます）の利用目的
　（業務内容）
　　①�預金業務、為替業務、両替業務、融資業務、外国為替業務

およびこれらに付随する業務
　　②�公共債・投信販売業務、保険販売業務、金融商品仲介業務、

信託業務、社債業務等、法令により信用金庫が営むことが
できる業務およびこれらに付随する業務

　　③�その他信用金庫が営むことができる業務およびこれらに付
随する業務（今後取扱いが認められる業務を含む）

　（利用目的）
　　①�各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスの申込の

受付のため
　　②�法令等に基づくご本人さまの確認等や、金融商品やサービ

スをご利用いただく資格等の確認のため
　　③�預金取引や融資取引等における期日管理等、継続的なお取

引における管理のため
　　④�融資のお申込や継続的なご利用等に際しての判断のため
　　⑤�適合性の原則等に照らした判断等、金融商品やサービスの

提供にかかる妥当性の判断のため
　　⑥�与信事業（融資のお申込等）に際して、当金庫が加盟する

個人信用情報機関に個人情報を提供する場合等、適切な業
務の遂行に必要な範囲で第三者に提供するため

　　⑦�他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部につい
て委託された場合等において、委託された当該業務を適切
に遂行するため

　　⑧�お客様との契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行
のため

　　⑨�市場調査、ならびにデータ分析やアンケートの実施等によ
る金融商品やサービスの研究や開発のため

　　⑩�ダイレクトメールの発送等、金融商品やサービスに関する
各種ご提案のため

　　⑪提携会社等の商品やサービスの各種ご提案のため
　　⑫�各種お取引の解約・終了やお取引解約後・終了の事後管理

のため
　　⑬その他、お客様とのお取引を適切かつ円滑に履行するため

　（法令等による利用目的の限定）
　　①�信用金庫法施行規則第１１０条等により、個人信用情報機関

から提供を受けた資金需要者の借入金返済能力に関する情
報は、資金需要者の返済能力の調査以外の目的に利用・第
三者提供いたしません。

　　②�信用金庫法施行規則第１１１条等により、人種、信条、門地、
本籍地、保健医療または犯罪経歴についての情報等の特別
の非公開情報は、適切な業務運営その他の必要と認められ
る目的以外の目的に利用・第三者提供いたしません。

　Ｂ．特定個人情報等の利用目的
　　①出資配当金の支払に関する法定書類作成・提供事務のため
　　②金融商品取引に関する口座開設の申請・届出事務のため
　　③金融商品取引に関する法定書類作成・提供事務のため
　　④国外送金等取引に関する法定書類作成・提供事務のため
　　⑤非課税貯蓄制度等の適用に関する事務のため
　　⑥預金口座付番に関する事務のため
　　⑦�住宅取得資金に係る借入金等の年末残高等に関する法定書

類作成・提供事務のため
　　⑧公金受取口座の登録・変更・抹消等に関する事務のため
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　　⑨�災害時および相続時における預金口座の情報提供に関する
事務のため

　　⑩�本人特定事項および個人番号の正確性の確保に関する事務
のため

　　�上記の利用目的につきましては、当金庫のホームページの他、
店頭掲示のポスター等でもご覧いただけます。

（3）ダイレクト・マーケティングの中止
　・�当金庫は、ダイレクトメールの送付や電話等での勧誘等のダ
イレクト・マーケティングで個人情報を利用することについ
て、お客様から中止のお申出があった場合は、当該目的での
個人情報の利用を中止いたします。中止を希望されるお客様
は、下記の当金庫相談窓口までお申出下さい。

３．個人情報等の正確性の確保について
　当金庫は、お客様の個人情報等について、利用目的の達成のた
めに個人データを正確かつ最新の内容に保つように努めます。

４．�個人情報等の利用目的の通知・開示・訂正等、利用停止等に
ついて

　・�お客様本人から、当金庫が保有している情報について開示等
のご請求（第三者提供記録の開示も含みます。）があった場
合には、請求者がご本人であること等を確認させていただい
たうえで、遅滞なくお答えします。

　・�お客様本人から、当金庫が保有する個人情報等の内容が事実
でないという理由によって当該個人情報等の訂正、追加、削
除のご要望があった場合には、遅滞なく必要な調査を行った
うえで個人情報等の訂正等または利用停止等を行います。な
お、調査の結果、訂正等を行わない場合には、その根拠をご
説明させていただきます。

　・�お客様本人から、法令の定めるところにより、当金庫が保有
する個人情報等の利用停止または消去のご要望があった場合
には、遅滞なく必要な調査を行ったうえで利用停止または消
去を行います。なお、調査の結果、利用停止または消去を行
わない場合には、その根拠をご説明させていただきます。

　・�お客様からの個人情報等の利用目的の通知ならびに個人情報
等の開示および第三者提供記録の開示のご請求については、
所定の手数料をお支払いいただきます。

　・�以上のとおり、お客様に関する情報の開示・訂正等、利用停
止等が必要な場合は、当金庫本支店窓口もしくは下記の当金
庫相談窓口までお申出下さい。必要な手続きについてご案内
させていただきます。　

５．個人情報等の安全管理について
　当金庫は、お客様の個人情報等の漏洩、滅失、または毀損の防
止その他の個人情報等の適切な管理のために必要な措置を講じま
す。
　当金庫における個人データの安全管理措置に関しては、当金庫
の内部規程等においてに定めておりますが、主な内容は以下のと
おりです。
（1）�個人データの適正な取扱いの確保のため、関係法令・ガイ

ドライン等を遵守するとともに、下記の相談窓口にて、個
人データの取扱いに関するご質問・相談および苦情を受け
付けています。

（2）�取得、利用、保管、移送、消去・廃棄等の段階ごとに、取
扱方法、責任者・取扱者およびその任務等について定めて
います。

（3）�個人データの取扱いに関する責任者を設置するとともに、
個人データを取り扱う職員および当該職員が取り扱う個人
データの範囲を明確化し、法令等や内部規程等に違反して
いる事実またはそのおそれを把握した場合の報告連絡体制

を整備しています。また、個人データの取扱状況について、
定期的に自己点検を実施するとともに、内部監査部門によ
る監査を実施しています。

（4）�個人データの取扱いに関する留意事項について、職員に定
期的な研修を実施しています。

（5）�個人データを取り扱う区域において、職員の入退室管理お
よび持ち込む機器等の制限を行うとともに、権限を有しな
い者による個人データの閲覧を防止する措置を実施してい
ます。また、個人データを取り扱う機器、電子媒体および
書類等の盗難または紛失等を防止するための措置を講じる
とともに、当該機器、電子媒体等から容易に個人データが
判明しないよう措置を実施しています。

（6）�アクセス制御を実施して、取扱者および取り扱う個人情報
データベース等の範囲を限定しています。また、個人デー
タを取り扱う情報システムを外部からの不正アクセスまた
は不正ソフトウェアから保護する仕組みを導入しています。

６．委託について
　当金庫は、例えば、次のような場合に、個人データの取扱いの
委託を行っています。また、委託に際しましては、お客様の個人
情報等の安全管理が図られるよう委託先を適切に監督いたします。
　
　・キャッシュカード発行・発送に関わる事務
　・定期預金の期日案内等の作成・発送に関わる事務
　・ダイレクトメールの発送に関わる事務
　・情報システムの運用・保守に関わる業務

７．個人データの第三者提供について
　当金庫は、お客様から同意を得て、個人データの第三者提供を
行う場合には、あらかじめ、提供先の第三者、当該第三者におけ
る利用目的、提供する個人データの項目等をお示し、原則として
書面（電磁的記録を含みます）にて同意をいただくこととします。
　また、その提供先が外国にある第三者の場合には、上記取扱い
に加え、法令等の定めるところにより、あらかじめ、①提供する
第三者が所在する外国の名称、②当該外国の個人情報の保護に関
する制度に関する情報、③提供先の第三者が講ずる個人情報の保
護のための措置に関する情報―等について情報提供いたします。
　※�同意の確認をする時点で、提供先の第三者が所在する外国が
特定できない場合には、特定できない旨およびその具体的な
理由等について、また、提供先の第三者が講ずる個人情報の
保護のための措置について情報提供できない場合には、情報
提供できない旨およびその理由等について情報提供します。
この場合、事後的に提供先の第三者が所在する外国を特定で
きた場合には上記①・②の事項について、事後的に提供先の
第三者が講ずる個人情報の保護のための措置等についての情
報提供が可能となった場合には上記③の事項について、お客
様のご依頼に応じて情報提供いたしますのでお申し出くださ
い（ただし、当金庫の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼ
すおそれがある場合等を除きます）。

８．個人情報保護に関する質問・苦情・異議の申し立てについて
　当金庫は、個人情報等の取扱いに係るお客様からの苦情処理に
適切に取り組みます。なお、当金庫の個人情報等の取扱いに関す
るご質問・苦情等の申し立てにつきましては、当金庫本支店の窓
口もしくは下記の相談窓口までご連絡下さい。

【個人情報に関する相談窓口】

伊達信用金庫　事務グループ
〒０５２-８６５０　北海道伊達市梅本町３９番地３０

☎０１４２-２５-２８１１　思０１４２-２３-６４２６
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 1．中小企業の経営支援に関する取組方針�
　当金庫は、地域経済の健全な発展のためには、地元中小
企業等が事業の拡大や経営改善等を通じて経済活動を活性
化していくとともに、地元中小企業等の経営努力を当金庫
が積極的に支援していくことが重要であると考えておりま
す。
　その考えのもと、当金庫は、資金仲介機能（資金供給
者）としての役割に留まらず、地元中小企業等に対する経
営支援や地域の活性化に取り組んでおります。

 ２．中小企業等の経営支援に関する態勢整備の状況�
（1）�　北海道経済産業局による中小企業支援ネットワー

ク強化事業や中小企業応援センター事業への参加、
２０１３年12月に業務提携した㈱日本政策金融公庫室
蘭支店をはじめとする外部機関等との連携によって、
地元中小企業等の経営目標の実現や経営課題の解決
に向け、最適なソリューションを提案する体制を整
備しております。

（2）�　２０１４年6月に伊達商工会議所、同年7月に洞爺湖
町・豊浦町・壮瞥町の各商工会と締結した「産業振
興連携協力に関する協定」に基づく、包括・一体的
な連携体制により、地元中小企業等の経営改善・経
営支援、新産業の支援、ビジネスマッチング等に取
り組んでおります。

（3）�　２０１４年9月に（独）中小企業基盤整備機構北海道
本部と締結した「業務連携・協力に関する覚書」に
基づき、当金庫と同機構の有する機能や情報、人材
等を活かした各種イベント・セミナー等の共同開催、
ビジネスマッチング等に取り組んでおります。

（4）�　当金庫は、２０１５年１０月、グループ内に税理士・
社会保険労務士・行政書士等各種法人を抱える（株）
むらずみ経営と業務提携を皮切りに、商品のブラッ
シュアップ支援・首都圏販路拡大支援を行う「しん
きん地域創生ネットワーク（株）」、人材紹介支援の
「（株）リージョンズ」や「（株）ミイダス」、IT導入支
援の「リコージャパン（株）」、事業承継支援の「（株）
バトンズ」および「（株）トランビ」、事業再生支援で
はあおぞら銀行との業務提携を行うなど、外部機関
と連携し経営支援に関する態勢を整備しております。

（5）�　２０１７年５月に一般社団法人北海道中小企業家同
友会西胆振支部と締結した「連携協定書」に基づき、
更なる中小企業の成長、発展と地域経済の活性化に
向けた具体的な取組みを進めるために、当金庫と同
支部が一体的に連携し、相互の人的、知的資源など
を効果的に活用することにより、地域経済の発展な
らびに地域社会の活性化に取り組んでおります。

 3．中小企業、小規模事業者の経営支援に関する取組状況�
（1）�　当金庫は、本部と営業店がより緊密に連携しながら、

創業から事業再生までお客様のライフステージに応じた
課題分析や支援策等の策定をはじめとする、経営支援に
取り組んでおります。

　　�　２０２４年度は、お取引先事業者様に対し、中小企業
診断士の有資格者を含めた本部担当者が販路拡大や経
費の見直し、業務効率化などの経営支援を実施いたし
ました。

　　�　また、外部機関との連携により、Ｍ＆Ａ支援として
株式譲渡のサポートを行った他、人材の確保などに課
題を抱えたお客様には、外部機関と当金庫を含めた３
機関が連携し、「伴走支援チーム」を結成し、人材確
保の課題解決に向けた伴走支援に取り組みました。

（２）�　２０２１年度から取り組んでいるＩＣＴを活用した農業
者支援に関しては、１年目３００坪から始まった作付面
積において、２年目は７００坪、３年目は２，７００坪、４
年目は３，０５０坪と拡大しており、2025年度は作付面
積３，2００坪とする予定です。

 4．地域の活性化に関する取組状況�
（1）�　２０１０年９月に胆振振総合振興局と当金庫を含む胆

振管内の３信用金庫が締結した「包括連携協定」に基
づき、胆振西部のイベントスケジュールを掲載した
「伊達信用金庫２０２4年胆振イベントカレンダー」を
作成しました。

（2）�　当金庫は、２０１７年８月、お取引先の販路拡大を
支援するため、株式会社北海道しんきん情報サー
ビスが開設した通販サイト「北海道すぐれもん
Shopping!!」に開設当初から参画しています。お取
引先の一押し商品を掲載するだけでなく、当金庫と
お取引先との関わりを動画として紹介しております。

（3）�　２０１７年９月に伊達市、２０１７年１２月に洞爺湖町、
豊浦町および壮瞥町との間で、持続可能なまちづく
りを担う人材の育成や地域コミュニティの活性化を
図ることを目的に、包括連携協定を締結しました。
引き続き官民一体となって、地域経済の活性化に向
けた取組みを積極的に推進してまいります。

中小企業の経営の改善及び地域の活性化のための取組状況
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　当金庫では、「経営者保証に関するガイドライン」及び「事業承継時に焦点を当てた『経営者保証に関するガイドライン』
の特則」の趣旨や内容を十分に踏まえ、お客様からお借入れや保証債務整理の相談を受けた際に真摯に対応するため、「個人
の連帯保証に関する取組方針」を以下のとおり策定しています。同取組方針に基づき、経営者保証の必要性については、お客
様との丁寧な対話により、法人と経営者の関係性や財務状況等の状況を把握し、同ガイドライン等の記載内容を踏まえて十分
に検討するなど、適切な対応に努めています。
　なお、２０２4年度に当金庫において、新規に無保証で融資をした件数は844件（対前年度比＋606件）、新規融資に占める
経営者保証に依存しない融資の割合は59．82％（対前年度比＋41．04％）、保証契約を解除した件数は14件（対前年度比△7
件）、同ガイドラインに基づく保証債務整理の成立件数（当金庫をメイン金融機関として実施したものに限る）はありません。

個人の連帯保証に関する取組方針

２０２４年４月１日
伊 達 信 用 金 庫

１．�「経営者保証に関するガイドライン」の趣旨や内容を踏まえ、法人のお客様向けのご融資に際し、原則として個
人の連帯保証を不要とします。

　　なお、個人事業主のお客様についても、原則、個人の連帯保証を不要とします。
　　ただし、法人のお客様で以下の要件に該当する場合は、個人の連帯保証を求める場合があります。
　（1）�法人と経営者個人の資産・経理が明確に分離されておらず、法人と経営者の間の資金のやりとりが、社会通

念上適切な範囲を超えている場合
　（2）法人のみの資産・収益力で借入返済が可能と判断できない場合
　（3）法人から適時適切に財務情報等が提供されていない場合
　（4）信用保証協会などが定める要件により個人の連帯保証を求められる場合

２．�上記要件に該当する場合でも、十分な物的担保がある場合、金利の一定の上乗せなどの代替する融資手法の活用
や、お客様の事業性を理解し、個人の連帯保証を求めない取扱いを検討します。

３．�個人の連帯保証を求める場合は、「どの部分が十分でないため保証契約が必要なのか」、「どうすれば保証契約見
直しの可能性が高まるのか」を丁寧かつ具体的な説明を行います。

４．�お客様から既存の保証の変更・解除等の申入れがあった場合は、改めて個人の連帯保証の必要性や適切な保証金
額等について真摯かつ柔軟に検討を行うとともに、その検討結果について丁寧かつ具体的な説明を行います。

５．�事業承継時には、原則として前経営者、後継者の双方から二重で個人の連帯保証は求めないこととし、例外的に
二重に個人の連帯保証を求めることが必要な場合は、丁寧かつ具体的な説明を行います。

６．�保証債務の整理にあたっては、一律に保証金額全額に対して保証履行を求めるのではなく、お客様の資産状況な
どを勘案したうえで、履行請求の範囲を検討いたします。

以　上

「経営者保証に関するガイドライン」への取組状況
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反社会的勢力に対する基本方針

　金融の自由化、国際化、証券化の進展など、金融機関の業務は多様化し、環境の変化によって管理すべきリスクも多様で複
雑なものとなっております。当金庫では、リスク管理の強化を経営上の最重要課題として位置付けし、多様化するリスクに対
して、柔軟に対応できるリスク管理態勢の充実・強化を図り、リスクの分散化、極小化に努め、今後とも一層の信頼の確保と
経営の健全化に努めてまいります。

　私ども伊達信用金庫は、社会の秩序や安全に脅威を与え、健全な経済・社会の発展を妨げる反社会的勢力との関係を遮断す
るため、以下のとおり「反社会的勢力に対する基本方針」を定め、これを遵守します。

１．当金庫は、反社会的勢力との取引を含めた関係を遮断し、不当要求に対しては断固として拒絶します。
２．当金庫は、反社会的勢力による不当要求に対し、職員の安全を確保しつつ組織として対応し、迅速な問題解決に努めます。
３．当金庫は、反社会的勢力に対して資金提供、不適切・異例な取引および便宜供与は行いません。
４．�当金庫は、反社会的勢力による不当要求に備えて、平素から警察、暴力追放運動推進センター、弁護士などの外部専門機
関と緊密な連携関係を構築します。

５．�当金庫は、反社会的勢力による不当要求に対しては、民事と刑事の両面から法的対抗措置を講じる等、断固たる態度で対
応します。� 以　上

 信用リスク管理態勢�
　信用リスクとは、貸出先の財務状況の悪化等により、資
産の価値が減少または消失して損失を被るリスクのことで
す。当金庫では、貸出資産の健全性を維持するため、貸出
審査部門で厳格な審査体制をとっております。また、内部
研修の実施、外部研修への受講生派遣、本部からの営業店
への臨店指導など、貸出審査能力の向上を図り、貸出債権
の健全性確保、および不良債権の発生未然防止に努めてお
ります。

 市場リスク管理態勢�
　市場リスクとは、金利、有価証券の価格、為替相場等の
変動により保有する資産の価値が変動し、損失を被るリス
クのことです。当金庫では、ＡＬＭ委員会において資産と
負債の総合的管理を行い、経済および金利の見通し等に基
づき、リスク管理を図りつつ適正な収益の確保に努めてお
ります。

 流動性リスク管理態勢�
　流動性リスクとは、資産の運用と調達における期間のミ
スマッチや予期せぬ預金の流出等により、通常よりも高い
金利での資金調達を余儀なくされることなどで損失を被っ
たり、風評等で資金繰りに支障をきたすリスクのことで
す。当金庫では、市場運用について流動性にも重点をおき、
個々の取引の状況を適切に把握するとともに、支払準備資
金を信金中央金庫に預け入れており、業界として信金中央
金庫からの流動性対応のバックアップ体制も整っているこ
とから、流動性確保には万全の体制をとっております。

 事務リスク管理態勢�
　事務リスクとは、日常の事務処理の過程において発生す
るミスや不正により損失を被るリスクのことです。当金庫
では、本部監査部門が営業店に対して定例的に臨店監査を
実施する一方、営業店が自店の事務状況をチェックする
「店内検査」の月例実施を義務づけているほか、日常の事
務ミス防止のため、内部規程の整備や営業店事務サポート
部門による適正な指導により、事務管理の向上に努め、事
故の未然防止に向け万全の体制をとっております。

 システムリスク管理態勢�
　システムリスクとは、コンピュータシステムの障害、不
正使用あるいは自然災害により損失を被るリスクのことで
す。当金庫ではコンピュータシステムを安全かつ有効に機
能させるため、データおよび通信回線等の二重化を実施し
ております。また、システムリスクを管理するシステム部
門では障害対策、各種セキュリティ管理を推進し、安全か
つ信頼性の高いシステム機能維持に努めております。

 風評リスク管理態勢�
　風評リスクとは、金融機関等の業界の動向に対する評判
の悪化等がお客様などの信用不安を招き、その噂により当
金庫が不測の損害を被るリスクのことです。当金庫では、
ディスクロージャー誌等により、透明性の高い情報開示を
行っており、当金庫の経営の健全性を広くお客様にお伝え
するとともに、常に業界やお客様との取引状況の変化を把
握するべく努めており、当金庫の評判に影響を及ぼすと思
われる事項について情報を正確に把握し、迅速・的確に風
評リスクを回避するために万全の体制確保に努めております。

リ�スク管理態勢の強化について

リスク管理態勢
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　当金庫は、マネー・ローンダリング・テロ資金供与・拡散金融の防止に向けた対策を経営上の重要な課題の一つとして位置
づけ、リスク統括グループを統括部署、リスク統括グループ担当役員を責任者として定めるとともに、当金庫が直面するリス
クを適切に評価し、リスクに応じた対策を実施しています。

マネー・ローンダリング・テロ資金供与・拡散金融対策方針
　伊達信用金庫は、マネー・ローンダリング・テロ資金供与・拡散金融（以下、「マネロン等」という。）の防止に向け、適用
される関係法令等を遵守し、業務の適切性を確保すべく、基本方針を次のとおり定め、管理態勢を整備します。

 １．運営方針�
　当金庫は、マネロン等の防止に向けた対策を経営上の重
要な課題の一つとして位置付け、マネロン等の脅威に対し、
組織として適切に対応できる管理態勢を構築します。
　経営陣は、マネロン等対策に係る態勢の整備、方針・手
続・計画の立案・推進、及びリスクの特定・評価・低減に
係る各種取組みを主導します。

 ２．管理態勢�
　当金庫は、マネロン等対策の責任を担う担当役員を任命
するとともに、マネロン等対策の主管部を設置し、専門性
を有する人材の配置及び必要な予算の配分等、適切な資源
配分を実施するとともに、マネロン等対策に関わる役員・
職員間での連携の枠組みを構築します。

 ３．リスクベース・アプローチ�
　リスクベース・アプローチの考え方に基づき、国による
リスク評価（犯罪収益移転危険度調査書）及び当金庫の疑
わしい取引の届出の状況等を踏まえ、当金庫が直面してい
るマネロン等リスクを特定します。
　また、特定した自らの事業環境・経営戦略・リスク特性
をもとに、取引量や影響の発生率、影響度等の観点を踏ま
えてリスクの大きさを評価し、リスクに応じた低減措置を
講じます。

 ４．顧客の管理方針�
　新規取引開始時及び顧客情報や取引内容等に応じて取引
開始後継続的に、本人確認や取引目的の確認等を実施します。
　また、当金庫が顧客や取引内容等に関して確認が必要な
情報を検知した場合等には、適時、追加の確認・調査を実
施します。
　なお、これらの確認・調査に際しては、必要に応じて追
加的な証跡資料等の提出を求めます。

 ５．疑わしい取引の届出�
　営業店の報告や取引モニタリングシステムによる検知、
捜査機関等からの照会、顧客の申し出等を受け、疑わしい
取引を検知した際は、その内容を調査し、疑わしい取引に
該当すると判断した場合は直ちに当局に届出を行います。

 ６．経済制裁及び資産凍結�
　取引フィルタリングシステム等により制裁対象者との取
引を検知し、調査の結果、制裁対象に該当すると判断した
場合、当該取引を謝絶するとともに、資産凍結等の措置を
適切に実施します。

 ７．役職員の研修�
　マネロン等対策に関わる全ての役職員に対して継続的に
研修を実施し、役職員の知識習得、意識向上を図るととも
に、各役割に応じた専門性を有する役職員の確保・育成に
努めます。

 ８．実効性の検証�
　マネロン等リスク管理態勢について、主管部による検証
に加え独立した内部監査部門による監査を定期的に実施し、
当該結果を踏まえた継続的な改善に努めます。

 ９．顧客からの理解促進�
　新規取引開始時及び取引開始後継続的に実施する本人確
認や取引目的の確認、追加の確認・調査等について顧客か
ら理解を得るため、当金庫のホームページや営業店におけ
る掲示等を活用して、周知・広報に取り組みます。

マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策
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金融ADR制度への対応

法令等遵守の態勢

 法令等遵守への取組み�
　当金庫では、法令等遵守を経営の最重要課題の一つとして位置付け、「コンプライアンス方針」を制定し、全役職員が一丸
となって法令等遵守を実践していく方針を明確にするとともに、「コンプライアンス規程」において、当金庫におけるコンプ
ライアンス態勢を整備・確立するための基本的事項を定めています。また、定期的にコンプライアンス委員会を開催し、法令
等遵守の取組み状況について検証・検討を行い、法令等遵守態勢の機能強化を図っています。

 基本方針�
　「コンプライアンス方針」においてコンプライアンスに係る基本方針として次の５項目を定めております。
１．信用金庫の社会的責任と公共的使命を認識し、健全かつ適切な業務運営により社会の信頼の確立を図る。
２．あらゆる法令やルールを厳格に遵守し、正しい意思決定・行動に基づく健全かつ適切な業務の遂行に努める。
３．質の高い内部管理態勢を構築し、コンプライアンス違反の抑止に努める。
４．お客様の情報をあらゆる法令等を遵守したうえで厳格に管理し、外部漏洩等の事故の防止に努める。
５．市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力は、断固として排除する。

 職員教育・啓蒙活動�
　各職場においてコンプライアンス勉強会を実施するとともに、集合研修の開催、資格取得の勧奨、コンプライアンス担当部
門による臨店などにより、法令等遵守に対する意識の浸透・定着を図っています。

 コンプライアンス・ハンドブック、コンプライアンス・プログラムの作成・実践�
　法令等遵守に関する態勢や役職員が遵守すべき法令等の解説を具体的に示した手引書としてコンプライアンス・ハンドブッ
クを作成し、全役職員に配布しています。また、コンプライアンスを実現するための具体的な実践計画として、コンプライア
ンス・プログラムを毎期策定・実践し、法令等遵守態勢の強化に努めています。

 苦情処理措置�
　当金庫は、お客様からの苦情等のお申し出に公正かつ
的確に対応するため業務運営体制・内部規則を整備し、
その内容をホームページ、ポスター等で公表しています。
　お客様からの苦情等のお申し出につきましては、本支
店の窓口または次の相談窓口までお申し出ください。

 紛争解決措置�
　当金庫は、紛争解決のため、当金庫営業日に左記リスク統
括グループまたは全国しんきん相談所（９時～17時、☎03-
3517-5825）ならびに北海道地区しんきん相談所（９時～17時、
☎011-221-3273）にお申し出があれば、札幌弁護士会（☎
011-251-7730）、東京弁護士会（☎03-3581-0031）、第
一東京弁護士会（☎03-3595-8588）、第二東京弁護士会（☎
03-3581-2249）の仲裁センターにお取次ぎいたします。
　なお、お客様から各弁護士会に直接お申し出いただくことも
可能です。
　また、現地調停や移管調停等の方法により、東京三弁護士会
を利用することも可能です。

苦情等に関する相談窓口

伊達信用金庫　リスク統括グループ
〒052-8650　北海道伊達市梅本町３９番地３０

☎0142-23-3536（直通）　思0142-23-6266
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自�己資本の充実の状況等について
　金融機関の健全性に関する自己資本比率規制は、次の３つの柱で構成されています。
　当金庫では、引き続き収益力の強化や自己資本の充実を図るとともに、適切なリスク管理に努め、健全経営の維持を目指し
ます。

第１の柱

最低所要自己資本比率
　金融機関が保有する信用リスクとオペレーショナル・リスクに対して保有すべき最低所要自己資
本を定めています。海外営業拠点のない金融機関が対象となる国内基準では、自己資本比率が４％
以上であることが求められています。

第２の柱

金融機関の自己管理と監督上の検証
　「第１の柱」の対象となっていないリスク（銀行勘定の金利リスク、信用集中リスク※など）も含
めた統合的なリスク管理と、監督当局による検証が求められています。
※�信用集中リスクとは、大口与信先の不良債権のうち、担保を差し引いた部分（非保全与信額）の
一定割合が損失となったと仮定した場合の損失額をいいます。

第３の柱

市場規律
　適切な開示を通じて、お客様から監視（評価）されることによる規律付けについて定めています。
ディスクロージャー誌において、自己資本比率とその内訳、各リスクの管理方針・手続きやリスク
量・計算手法などについて、適切に情報開示することが求められています。

開示事項
 1 ．自己資本の構成に関する開示事項� ���������������������������� 27

 2 ．自己資本の充実度に関する事項� ����������������������������� 28

 3 ．信用リスクに関する事項� �������������������������������� 29

 4 ．信用リスク削減手法に関する事項� ���������������������������� 35

  5．派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手のリスクに関する事項� ������������ 36

 6 ．証券化エクスポージャーに関する事項� �������������������������� 36

 7 ．出資等又は株式等エクスポージャーに関する事項� ��������������������� 36

 8 ．リスク・ウェイトのみなし計算が適用されるエクスポージャーに関する事項� ��������� 37

 9 ．金利リスクに関する事項� �������������������������������� 37

10．オペレーショナル・リスクに関する事項� ������������������������� 38
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 1．自己資本の構成に関する開示事項�
自己資本の調達手段の概要
　当金庫の自己資本につきましては、普通出資金、非累積的永久優先出資金、資本剰余金および利益剰余金等により構成され
ております。
　なお、当金庫の自己資本調達手段の概要は次のとおりです。

Ⅰ�事業年度の開示項目

発行主体 伊達信用金庫 伊達信用金庫
資本調達手段の種類 普通出資 非累積的永久優先出資

コア資本に係る基礎項目の額に算入された額 592百万円 ２，３７５百万円

自己資本の構成に関する事項
項　　目 ２０２3年度 ２０２4年度

コア資本に係る基礎項目（１）
普通出資又は非累積的永久優先出資に係る会員勘定の額 6,354 6,490

うち、出資金及び資本剰余金の額 3,086 3,075
うち、利益剰余金の額 3,313 3,462
うち、外部流出予定額（△） 23 23
うち、上記以外に該当するものの額 △21 △24

コア資本に係る基礎項目の額に算入される引当金の合計額 102 116
うち、一般貸倒引当金コア資本算入額 102 116
うち、適格引当金コア資本算入額 － －

適格旧資本調達手段の額のうち、コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額
公的機関による資本の増強に関する措置を通じて発行された資本調達手段の額のうち、コア資本に係
る基礎項目の額に含まれる額 － －

土地再評価額と再評価直前の帳簿価額の差額の45パーセントに相当する額のうち、コア資本に係る基
礎項目の額に含まれる額
コア資本に係る基礎項目の額（イ） 6,456 6,606
コア資本に係る調整項目（２）
無形固定資産（モーゲージ・サービシング・ライツに係るものを除く。）の額の合計額 12 8

うち、のれんに係るものの額 － －
うち、のれん及びモーゲージ・サービシング・ライツに係るもの以外の額 12 8

繰延税金資産（一時差異に係るものを除く。）の額 － －
適格引当金不足額　　 － －
証券化取引に伴い増加した自己資本に相当する額 － －
負債の時価評価により生じた時価評価差額であって自己資本に算入される額 － －
前払年金費用の額 － －
自己保有普通出資等（純資産の部に計上されるものを除く。）の額　　 － －
意図的に保有している他の金融機関等の対象資本調達手段の額 － －
少数出資金融機関等の対象普通出資等の額 － －
信用金庫連合会の対象普通出資等の額 － －
特定項目に係る十パーセント基準超過額 － －

うち、その他金融機関等の対象普通出資等に該当するものに関連するものの額 － －
うち、モーゲージ・サービシング・ライツに係る無形固定資産に関連するものの額 － －
うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に関連するものの額 － －

特定項目に係る十五パーセント基準超過額 － －
うち、その他金融機関等の対象普通出資等に該当するものに関連するものの額 － －
うち、モーゲージ・サービシング・ライツに係る無形固定資産に関連するものの額 － －
うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に関連するものの額 － －

コア資本に係る調整項目の額（ロ） 12 8
自己資本
自己資本の額（（イ）－（ロ））　　（ハ） 6,444 6,598
リスク・アセット等（３）
信用リスク・アセットの額の合計額 51,903 48,574

うち、経過措置によりリスク・アセットの額に算入される額の合計額
うち、他の金融機関等向けエクスポージャー － －
うち、上記以外に該当するものの額

マーケット・リスク相当額の合計額を八パーセントで除して得た額 －
オペレーショナル・リスク相当額の合計額を八パーセントで除して得た額 2,633 2,968
信用リスク・アセット調整額 －
フロア調整額 －
オペレーショナル・リスク相当額調整額 －
リスク・アセット等の額の合計額（ニ） 54,537 51,542
自己資本比率
自己資本比率（（ハ）／（ニ）） 11.81％ 12.80％

（注）�自己資本比率の算出方法を定めた「信用金庫法第89条第1項において準用する銀行法第14条の2の規定に基づき、信用金庫及び信用金庫連合会がその保有する資産等に照ら
し自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準（平成18年金融庁告示第21号）」に基づき算出しております。　なお、当金庫は国内基準により自己資本
比率を算出しております。

（単位：百万円）
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 ２．自己資本の充実度に関する事項�
自己資本の充実度に関する評価方法の概要
　当金庫は、これまで、内部留保による資本の積み上げ等を行うことにより自己資本を充実させ、経営の健全性・安全性を十
分保っていると評価しております。なお、将来の自己資本の充実策については、年度ごとに掲げる事業計画に基づいた業務推
進を通じ、そこから得られる利益による資本の積み上げを第一義的な施策として考えております。

自己資本の充実度に関する事項
（単位：百万円）

2023年度 2024年度
リスク・アセット等 所要自己資本額 リスク・アセット等 所要自己資本額

イ．信用リスク・アセット、所要自己資本の額の合計　※1 51,903 2,076 48,574 1,942
①標準的手法が適用されるポートフォリオごとのエクスポージャー　※2 50,706 2,028 45,449 1,817

現金 － － － －
我が国の中央政府及び中央銀行向け － － － －
外国の中央政府及び中央銀行向け － － － －
国際決済銀行等向け － － － －
我が国の地方公共団体向け － － － －
外国の中央政府等以外の公共部門向け － － － －
国際開発銀行向け － － － －
地方公共団体金融機構向け － － － －
我が国の政府関係機関向け － － － －
地方三公社向け － － － －
金融機関及び第一種金融商品取引業者向け 11,866 474 12,938 517

第一種金融商品取引業者及び保険会社向け 12,938 517
カバード・ボンド向け － －
法人等向け 18,924 756 11,333 453
中小企業等向け及び個人向け 10,486 419
中堅中小企業向け及び個人向け 4,234 169

トランザクター向け 172 6
抵当権付住宅ローン 717 28
不動産取得等事業向け 294 11
不動産関連向け 11,638 465

自己居住用不動産等向け 3,047 121
賃貸用不動産関連向け 6,203 248
事業用不動産関連向け 2,172 86
その他不動産関連向け 214 8
ADC向け － －

劣後債権及びその他資本性証券等 － －
三月以上延滞等　※3 21 0
延滞等向け 1,112 44
自己居住用不動産等向けエクスポージャーに係る延滞 10 0
取立未済手形 5 0 5 0
信用保証協会等による保証付 401 16 434 17
株式会社地域経済活性化支援機構等による保証付 － － － －
出資等 17 0

出資等のエクスポージャー 17 0
重要な出資のエクスポージャー － －

株式等 15 0
上記以外 7,970 318 4,977 199

重要な出資のエクスポージャー － －
他の金融機関等の対象資本等調達手段のうち対象普通出資等及びその他外部TLAC関連調達
手段に該当するもの以外のものに係るエクスポージャー － － － －
信用金庫連合会の対象普通出資等であってコア資本に係る調整項目の額に算入されなかった
部分に係るエクスポージャー 1,872 74 1,849 73
特定項目のうち調整項目に算入されない部分に係るエクスポージャー 40 1 46 1
総株主等の議決権の百分の十を超える議決権を保有している他の金融機関等に係るその他外
部TLAC関連調達手段に関するエクスポージャー － － － －
総株主等の議決権の百分の十を超える議決権を保有していない他の金融機関等に係るその他外部TLAC関
連調達手段のうち、その他外部TLAC関連調達手段に係る5％基準額を上回る部分に係るエクスポージャー 51 2
総株主等の議決権の百分の十を超える議決権を保有していない他の金融機関等に係るその他
外部ＴＬＡＣ関連調達手段に係るエクスポージャー 669 26
上記以外のエクスポージャー － － － －

②証券化エクスポージャー － － － －
STC要件適用分 － － － －
非STC要件適用分 － －

証券化 短期STC要件適用分 － －
不良債権証券化適用分 － －
STC・不良債権証券化適用対象外分 － －

再証券化 － － － －
③リスク・ウェイトのみなし計算が適用されるエクスポージャー 1,197 47 1,292 51

ルック・スルー方式 1,197 47 1,292 51
マンデート方式 － － － －
蓋然性方式（250%） － － － －
蓋然性方式（400%） － － － －
フォールバック方式（1250%） － － － －

④未決済取引 － －
⑤�他の金融機関等の対象資本調達手段に係るエクスポージャーに係る経過措置によりリスク・アセットの額
に算入されなかったものの額 － － － －
⑥ＣＶＡリスク相当額を八パーセントで除して得た額（簡便法） － － － －
⑦中央清算機関関連エクスポージャー － － － －

ロ．オペレーショナル・リスク相当額の合計額を八パーセントで除して得た額　※5 2,633 105 2,967 118
BI 1,978
BIC 237

ハ．単体リスク・アセットの合計額及び単体総所要自己資本額（イ＋ロ）　※8 54,537 2,181 51,542 2,061
（注）1．所要自己資本の額＝リスク・アセット×4％
　　　2．�「エクスポージャー」とは、資産（派生商品取引によるものを除く）並びにオフ・バラ

ンス取引及び派生商品取引の与信相当額等のことです。
　　　3．�「三月以上延滞等」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上延滞し

ている債務者に係るエクスポージャー及び「我が国の中央政府及び中央銀行向け」から
「法人等向け」（「国際決済銀行等向け」を除く）においてリスク・ウェイトが150％に
なったエクスポージャーのことです。

　　　4．「延滞等」とは、次の事由が生じたエクスポージャーのことです。
　　　　①�金融再生法施行規則上の「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」、「危険債権」、「要管

理債権」に該当すること

　　　　②重大な経済的損失を伴う売却を行うこと
　　　　③３か月以上限度額を超過した当座貸越であること
　　　5．�当金庫は、基礎的手法によりオペレーショナル・リスク相当額を算出しております。

（2023年度計数）
　　　6．当金庫では、マーケット・リスクに関する事項は該当ありません。
　　　7．�当金庫は、標準的計測手法かつILMを「１」によりオペレーショナル・リスク相当額を

算定しております。（2024年度計数）
　　　8．�単体総所要自己資本額＝単体リスク・アセットの合計額（単体自己資本比率の分母の

額）×４％
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 ３．信用リスクに関する事項�
１．リスク管理の方針及び手続の概要
　信用リスクとは、取引先の倒産や財務状況の悪化などにより、当金庫が損失を受けるリスクをいいます。当金庫では、信用
リスクは当金庫が管理すべき最重要のリスクであるとの認識のうえ、与信業務の基本的な理念や手続等を明示した融資基本方
針を制定し、広く役職員に理解と遵守を促すとともに、信用リスクを確実に認識する管理態勢を構築しています。
　信用リスクの評価は、小口多数取引の推進によるリスク分散のほか、与信ポートフォリオ管理として、信用格付別や自己査
定による債務者区分別、業種別、さらには与信集中によるリスク抑制のための大口与信先の管理など、さまざまな角度からの
分析に注力しております。
　個別案件の審査・与信管理にあたりましては、融資審査部門と営業推進部門を分離し、相互に牽制が働く体制としておりま
す。さらに、経営陣等による各種委員会等を定期的に開催し、信用リスク管理における重要事項を審議しています。以上の相
互牽制機能、経営陣等による審議に加え、監査部門が与信管理にかかる妥当性の検証を実施することにより、適切な与信管理
を実施する態勢を構築しています。
　信用コストである貸倒引当金は、「償却および引当金に関する規程」、「資産の自己査定に関する規程」および「資産の自己
査定事務取扱要領」に基づき、自己査定における債務者区分ごとに算定しております。一般貸倒引当金にあたる正常先、要注
意先および要管理先については、債務者区分ごとの債権額にそれぞれ貸倒実績率に基づいた予想損失率を乗じて算出しており
ます。また、個別貸倒引当金に関しては、破綻懸念先、実質破綻先および破綻先について、優良担保および優良保証等を除い
た未保全額に対して債務者の支払い能力を総合的に判断し、必要と認める額を算出しております。
　なお、それぞれの結果については、会計監査人の監査を受けるなど、適正な計上に努めております。

２．リスク・ウェイトの判定に使用する適格格付機関等の名称
　リスク・ウェイトの判定に使用する適格格付機関は以下の４つの機関を採用しています。なお、エクスポージャーの種類ご
とに適格格付機関の使い分けは行っておりません。
◆S&Ｐ（スタンダード＆プアーズ）社
◆Ｍｏｏｄy'ｓ（ムーディーズ）社
◆Ｒ＆Ｉ社
◆ＪＣＲ社
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信用リスクに関するエクスポージャー及び主な種類別の期末残高＜地域別・業種別及び残存期間別＞
信用リスクに関する事項（�リスク・ウェイトのみなし計算が適用されるエクスポージャー及び証券化エクスポージャーを除く）

（単位：百万円）

エクスポージャー区分

地域区分
業種区分
期間区分

信用リスクエクスポージャー期末残高
三月以上
延滞エクス
ポージャー

延滞エクス
ポージャー

貸出金、コミットメント
及びその他のデリバティブ
以外のオフ・バランス取引

債券 デリバティブ取引

2023
年度

2024
年度

2023
年度

2024
年度

2023
年度

2024
年度

2023
年度

2024
年度

2023
年度

2024
年度

国 内 174,046  17,089  55,338  54,934  41,235 39,491  － － 220  2,617 
国 外 3,707  3,208  － － 3,700  3,200  － － － －
地 域 別 合 計 177,754 173,298 55,338 54,934 44,935  42,691 － － 220  2,617 
製 造 業 3,759  4,051  1,656  1,448  2,100  2,600  － － － 208 
農 業 、 林 業 580  690  580  690  － － － － 150  154 
漁 業 217  221  217  221  － － － － － －
鉱業、採石業、砂利採取業 － － － － － － － － － －
建 設 業 5,893  6,068  5,893  6,068  － － － － 3  1,293 
電気・ガス・熱供給・水道業 6,613  6,212  － － 6,603  6,202  － － － －
情 報 通 信 業 193  526  30  49  － 200  － － － －
運 輸 業、 郵 便 業 2,240  2,155 1,430  1,371  808  782  － － － 202 
卸 売 業、 小 売 業 2,662  2,922  2,661  2,821  － 100  － － 15 417 
金 融 業、 保 険 業 79,180  77,448  363  366  5,253  5,828  － － － 6 
不 動 産 業 11,135 11,144  11,125 11,134  － － － － － 139 
物 品 賃 貸 業 1,518  1,370  317  269  1,200  1,100  － － － －
学術研究、専門・技術サービス業 499  487  198  186  300  300  － － － －
宿 泊 業 734  947  734  947  － － － － 14  14 
飲 食 業 786  802  786  802  － － － － 14  22 
生活関連サービス業、娯楽業 1,278  710  1,278  710  － － － － 11  7 
教 育、学 習 支 援 業 19  40  19  40  － － － － － －
医 療 、 福 祉 3,179  3,117  3,173  3,111  － － － － － －
そ の 他 の サ ー ビ ス 3,171  3,166  3,129  3,038  42  128  － － － 6 
国 ・ 地 方 公 共 団 体 等 37,326  34,032  8,635 8,520  28,627  25,449  － － － －
個 人 13,104  13,132  13,104  13,132  － － － － 12  144 
そ の 他 3,658  4,049  － － － － － － － －
業 種 別 合 計 177,754 173,298 55,338 54,934 44,935  42,691 － － 220  2,617 
１ 年 以 下 39,316  37,599  11,083  10,174  7,071  6,222  － －
１ 年 超 ３ 年 以 下 34,043  36,572  10,591  10,262  8,385 5,401  － －
３ 年 超 ５ 年 以 下 17,708  20,255 8,518  8,318  5,881  7,231  － －
５ 年 超 ７ 年 以 下 19,133  16,931  6,573  6,007  7,860  8,055 － －
７ 年 超 １ ０ 年 以 下 21,688  23,570  6,057  7,155 10,931  13,215 － －
１ ０ 年 超 20,686  19,031  9,481  10,067  4,804  2,564  － －
期間の定めのないもの 25,176  19,337  3,032  2,947  － － － －
残 存 期 間 別 合 計 177,754 173,298 55,338 54,934 44,935  42,691 － －
（注）１．オフ・バランス取引は、デリバティブ取引を除く。
　　　２．「三月以上延滞エクスポージャー」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上延滞している債務者に係るエクスポージャーのことです。
　　　３．「延滞等」とは、次の事由が生じたエクスポージャーのことです。
　　　　①金融再生法施行規則上の「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」、「危険債権」、「要管理債権」に該当すること
　　　　②重大な経済的損失を伴う売却を行うこと
　　　　③３か月以上限度額を超過した当座貸越であること
　　　４．�上記の「その他」は、裏付となる個々の資産の全部又は一部を把握することや、業種区分に分類することが困難なエクスポージャーです。具体的には、有価証券、現金、

有形・無形固定資産、繰延税金資産、その他資産等が含まれます。
　　　５．CVAリスクおよび中央清算機関関連エクスポージャーは含まれておりません。
　　　６．業種別区分は日本標準産業分類の大分類に準じて記載しております。
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業種別の個別貸倒引当金及び貸出金償却の額等
（単位：百万円）

（注）１．当金庫は、国内の限定されたエリアにて事業活動を行っているため、「地域別」の区分は省略しております。
　　　２．業種別区分は日本標準産業分類の大分類に準じて記載しております。

個別貸倒引当金
貸出金償却

期首残高 当期増加額
当期減少額

期末残高
目的使用 その他

2023
年度

2024
年度

2023
年度

2024
年度

2023
年度

2024
年度

2023
年度

2024
年度

2023
年度

2024
年度

2023
年度

2024
年度

製 造 業 5 131 131 96 － － 5 131 131 96 － －
農 業 、 林 業 150 150 150 150 － － 150 150 150 150 － －
漁 業 － － － － － － － － － － － －
鉱業、採石業、砂利採取業 － － － － － － － － － － － －
建 設 業 401 364 364 293 － － 401 364 364 293 － 37
電気・ガス・熱供給・水道業 － － － － － － － － － － － －
情 報 通 信 業 － － － － － － － － － － － －
運 輸 業、 郵 便 業 116 125 125 108 － － 116 125 125 108 － －
卸 売 業、 小 売 業 50 14 14 12 － － 50 14 14 12 － －
金 融 業、 保 険 業 0 0 0 0 － － 0 0 0 0 － －
不 動 産 業 38 39 39 39 － － 38 39 39 39 － －
物 品 賃 貸 業 － － － － － － － － － － － －
学術研究、専門・技術サービス業 － － － － － － － － － － － －
宿 泊 業 4 4 4 4 － － 4 4 4 4 － －
飲 食 業 15 2 2 2 － － 15 2 2 2 － －
生活関連サービス業、娯楽業 407 412 412 7 － 403 407 8 412 7 － －
教 育、学 習 支 援 業 0 － － － － － － － － － － －
医 療 、 福 祉 139 189 189 － － 189 139 － 189 － － 13
そ の 他 の サ ー ビ ス 0 0 0 － － － 0 － 0 － － －
国・地方公共団体等 － － － － － － － － － － － －
個 人 29 25 25 18 － 0 29 25 25 18 － 0
合 計 1,360 1,458 1,458 733 － 592 1,360 1,458 1,458 733 － 50

一般貸倒引当金、個別貸倒引当金の期末残高及び期中の増減額
（単位：百万円）

区　　分 期首残高 当期増加額
当期減少額

期末残高
目的使用 その他

一 般 貸 倒 引 当 金
2023年度 348 102 － 348 102
2024年度 102 116 － 102 116

個 別 貸 倒 引 当 金
2023年度 1,360 1,458 15 1,345 1,458
2024年度 1,458 733 593 865 733

合 計
2023年度 1,709 1,560 15 1,693 1,560
2024年度 1,560 849 593 967 849
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標準的手法が適用されるエクスポージャーのポートフォリオの区分ごとの内訳
（単位：百万円）

（注）１．最終化されたバーゼルⅢの適用に伴い新設された内容であるため、2023年度については記載しておりません。
　　　２．「CCF」とは、オフ・バランス取引の与信相当額を計算する際に使用する掛目（％）のことです。
　　　３．�「リスク・ウェイトの加重平均値（％）」とは、信用リスク・アセットの額をCCF・信用リスク削減手法適用後エクスポージャーのオン・バランスの額の合計額で除して�

算出した値のことです。

項　　　　　　目

2024年度
CCF・信用リスク
削減効果適用前 CCF・信用リスク削減効果適用後 リスク・

ウェイトの
加重平均値
（％）

オン・
バランス
資産項目

オフ・
バランス
資産項目

オン・
バランス
資産項目

オフ・
バランス
資産項目

信用リスク・
アセットの額

現金 2,985 － － － － －

我が国の中央政府及び中央銀行向け 12,325 － － － － －

外国の中央政府及び中央銀行向け － － － － － －

国際決済銀行等向け － － － － － －

我が国の地方公共団体向け 32,325 0 8,520 0 0 0%

外国の中央政府等以外の公共部門向け － － － － － －

国際開発銀行向け － － － － － －

地方公共団体金融機構向け 28 － － － － －

我が国の政府関係機関向け 36 0 0 0 0 0%

地方三公社向け 99 0 0 0 0 0%

金融機関、第一種金融商品取引業者及び保険会
社向け 63,371 0 63,371 0 13,529 0%

�（うち、第一種金融商品取引業者及び保険会社
向け） － 0 0 0 0 0%

カバード・ボンド向け － － － － － －

法人等向け（特定貸付債権向けを含む。） 19,827 1,310 19,312 178 11,333 58%

（うち特定貸付債権向け） 0 0 0 0 0 0%

中堅中小企業等向け及び個人向け 9,953 19,224 9,294 655 4,234 43%

（うちトランザクター向け） 0 16,701 0 469 172 37%

不動産関連向け 20,260 0 20,151 0 11,638 58%

（うち自己居住用不動産等向け） 8,465 0 8,441 0 3,047 36%

（うち賃貸用不動産向け） 9,219 0 9,166 0 6,203 68%

（うち事業用不動産関連向け） 2,215 0 2,186 0 2,172 99%

（うちその他不動産関連向け） 358 0 357 0 214 60%

（�うちADC向け） 0 0 0 0 0 0%

劣後債権及びその他資本性証券等 0 0 0 0 0 0%

延滞等向け（自己居住用不動産等向けを除く。） 881 108 875 44 1,112 121%

自己居住用不動産等向けエクスポージャーに係
る延滞 43 0 43 0 10 24%

取立未済手形 17 － 17 － 5 30%

信用保証協会等による保証付 7,117 8 7,117 0 434 6%

株式会社地域経済活性化支援機構等による保証付 － － － － － －

株式等 － － － － － －

合計 48,574
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標準的手法が適用されるエクスポージャーのポートフォリオの区分ごと並びにリスク・ウェイトの区分ごとの内訳
（単位：百万円）

資産の額及び与信額相当額の合計額（CCF・信用リスク削減効果適用後）
（0%） （10%） （15%） （20%） （25%） （30%） （31.25%） （35%） （37.5%） （40%） （43.75%） （45%） （50%） （56.25%） （60%） （62.5%）

現金 2,985 － － － － － － － － － － － － － － －
我が国の中央政府
及び中央銀行向け 12,325 － － － － － － － － － － － － － － －

外国の中央政府及
び中央銀行向け － － － － － － － － － － － － － － － －

国際決済銀行等向
け － － － － － － － － － － － － － － － －

我が国の地方公共
団体向け 32,325 － － － － － － － － － － － － － － －

外国の中央政府等
以外の公共部門向
け

－ － － － － － － － － － － － － － － －

国際開発銀行向け － － － － － － － － － － － － － － － －
地方公共団体金融
機構向け 28 － － － － － － － － － － － － － － －

我が国の政府関係
機関向け 36 0 － － － － － － － － － － － － － －

地方三公社向け 99 － － 0 － － － － － － － － － － － －
金融機関、第一種
金融商品取引業者
及び保険会社向け

－ － － 58,430 － 4,640 － － － 0 － － 0 － － －

（うち、第一種金
融商品取引業者
及び保険会社向
け）

－ － － 0 － 0 － － － 0 － － 0 － － －

カバード・ボンド
向け － － － － － － － － － － － － － － － －

法人等向け（特定
貸付債権向けを含
む）

－ － － 4,109 － － － － － － － － 8,212 － － －

（うち特定貸付債
権向け） － － － 0 － － － － － － － － 0 － － －

中堅中小企業等向
け及び個人向け － － － － － － － － － － － 469 － － － －

（うちトランザク
ター向け） － － － － － － － － － － － 469 － － － －

不動産関連向け － － － 283 261 2,241 2 271 0 443 0 2,269 583 0 1,323 0
（うち自己居住用
不動産等向け） － － － 283 261 631 2 0 0 443 － － 583 － － 0

（うち賃貸用不動
産向け） － － － － － 1,609 － 271 － － 0 2,269 － 0 965 －

（うち事業用不動
産関連向け） － － － － － － － － － － － － － － － －

（うちその他不動
産関連向け） － － － － － － － － － － － － － － 357 －

（うちADC向け） － － － － － － － － － － － － － － － －
劣後債権及びその
他資本性証券等 － － － － － － － － － － － － － － － －

延滞等向け（自己
居住用不動産等向
けを除く。）

－ － － － － － － － － － － － 104 － － －

自己居住用不動産
等向けエクスポー
ジャーに係る延滞

－ － － － － － － － － － － － － － － －

取立未済手形 － － － － － 17 － － － － － － － － － －
信用保証協会等に
よる保証付 2,774 4,343 － － － － － － － － － － － － － －

株式会社地域経済
活性化支援機構等
による保証付

－ － － － － － － － － － － － － － － －

株式等 － － － － － － － － － － － － － － － －
合計 50,575 4,343 － 62,823 261 6,899 2 271 0 443 0 2,738 8,900 0 1,323 0
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（単位：百万円）

（注）最終化されたバーゼルⅢの適用に伴い新設された内容であるため、2023年度については記載しておりません。

資産の額及び与信額相当額の合計額（CCF・信用リスク削減効果適用後）
（70%） （75%） （80%） （85%） （90%） （93.75%）（100%） （105%） （110%）（112.5%）（130%） （150%） （250%） （400%） （その他） 合計

現金 － － － － － － － － － － － － － － － 2,985
我が国の中央政府
及び中央銀行向け － － － － － － － － － － － － － － － 12,325

外国の中央政府及
び中央銀行向け － － － － － － － － － － － － － － － －

国際決済銀行等向
け － － － － － － － － － － － － － － － －

我が国の地方公共
団体向け － － － － － － － － － － － － － － － 32,325

外国の中央政府等
以外の公共部門向
け

－ － － － － － － － － － － － － － － －

国際開発銀行向け － － － － － － － － － － － － － － － －
地方公共団体金融
機構向け － － － － － － － － － － － － － － － 28

我が国の政府関係
機関向け － － － － － － － － － － － － － － － 36

地方三公社向け － － － － － － － － － － － － － － － 99
金融機関、第一種
金融商品取引業者
及び保険会社向け

－ 0 － － － － 0 － － － － 0 2,000 － － 65,071

（うち、第一種金
融商品取引業者
及び保険会社向
け）

－ 0 － － － － 0 － － － － 0 － － － 0

カバード・ボンド
向け － － － － － － － － － － － － － － － －

法人等向け（特定
貸付債権向けを含
む）

－ 0 0 5,105 － － 2,136 － － － 0 0 － － － 19,563

（うち特定貸付債
権向け） － 0 0 － － － 0 － － － 0 0 － － － 0

中堅中小企業等向
け及び個人向け － 9,359 － － － － 121 － － － － － － － － 9,950

（うちトランザク
ター向け） － － － － － － － － － － － － － － － 469

不動産関連向け 6,531 1,021 － － 592 0 0 2,852 1,288 0 － 185 － － － 20,151
（うち自己居住用
不動産等向け） 6,235 1 － － － － － － － － － － － － － 8,441

（うち賃貸用不動
産向け） － 1,020 － － － 0 － 2,852 － － － 176 － － － 9,166

（うち事業用不動
産関連向け） 296 － － － 592 － － － 1,288 0 － 9 － － － 2,186

（うちその他不動
産関連向け） － － － － － － － － － － － － － － － 357

（うちADC向け） － － － － － － 0 － － － － 0 － － － 0
劣後債権及びその
他資本性証券等 － － － － － － － － － － － 0 0 － － 0

延滞等向け（自己
居住用不動産等向
けを除く。）

－ － － － － － 86 － － － － 728 － － － 919

自己居住用不動産
等向けエクスポー
ジャーに係る延滞

－ － － － － － 43 － － － － － － － － 43

取立未済手形 － － － － － － － － － － － － － － － 17
信用保証協会等に
よる保証付 － － － － － － － － － － － － － － － 7,118

株式会社地域経済
活性化支援機構等
による保証付

－ － － － － － － － － － － － － － － －

株式等 － － － － － － － － － － － － － － － －
合計 6,531 10,380 0 5,105 592 0 2,387 2,852 1,288 0 0 914 2,000 － － 170,635
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リスク・ウェイトの区分ごとのエクスポージャーの額等
（単位：百万円）

（単位：百万円、％）

（注）１．格付は適格格付機関が付与しているものに限ります。
　　　２．�エクスポージャーは信用リスク削減手法適用後のリスク・

ウェイトに区分しております。
　　　３．�コア資本に係る調整項目となったエクスポージャー、CVA

リスクおよび中央清算機関関連エクスポージャーは含まれ
ておりません。

（注）１．最終化されたバーゼルⅢの適用に伴い新設された内容であるため、2023年度については記載しておりません。
　　　２．�「CCFの加重平均値（％）」とは、CCFを適用した後及び信用リスク削減手法の効果を勘案する前のオフ・バランス取引のエクスポージャーの額を、CCF・信用リスク削減

手法適用前エクスポージャーのオフ・バランスの額に掲げる額で除して算出した値のことです。

告示で定める
リスク･ウェイト区分

（％）

エクスポージャーの額
2023年度

格付適用有り 格付適用無し
  0  % － 61,227
 10 % － 7,344
 20 % 2,402 58,989
 3 5% － 2,044
  50% 17,534 2,960
 7 5% － 4,880
100% 42 18,911
150% － －
250% － 1,308
合　　計 177,645

告示で定める
リスク・ウェイト区分

（％）

2024年度
CCF・信用リスク削減効果適用前

CCFの
加重平均値（％）

資産の額及び
与信相当額の合計額
（CCF・信用リスク
削減効果適用後）

オン・バランス
資産項目

オフ・バランス
資産項目

40%未満 134,952 1,781 10.000 95,797
40%～70％ 18,094 15,168 10.000 18,385
75% 5,333 2,267 13.000 4,837
80% － － － －
85% 5,446 890 13.000 5,093
90%～100% 5,757 463 16.000 5,759
105%～130% 4,156 － － 4,140
150% 1,083 80 53.000 1,122
250% 2,146 － － 2,146
400% － － － －
1,250% － － － －
その他 － － － －
合　　計 176,972 20,651 11.000 137,282

 ４．信用リスク削減手法に関する事項�
信用リスク削減手法に関するリスク管理の方針及び手続の概要
　信用リスク削減手法とは、当金庫が抱えている信用リスクを軽減するための措置をいい、具体的には、預金担保、有価証券
担保、保証などが該当します。当金庫では、融資の取上げに際し、資金使途、返済原資、財務内容、事業環境、経営者の資質
など、さまざまな角度から可否の判断をしており、担保や保証による保全措置は、あくまでも補完的な位置付けとして認識し
ております。したがって、担保又は保証に過度に依存しないような融資の取上げ姿勢に徹しております。ただし、与信審査の
結果、担保又は保証が必要な場合には、お客様への十分な説明とご理解をいただいた上でご契約いただくなど、適切な取扱い
に努めております。
　当金庫が扱う担保には、自金庫預金積金、有価証券、不動産等、保証には、人的保証、信用保証協会保証、政府関係機関保
証、民間保証等がありますが、その手続については、当金庫が定める「融資事務取扱要領」により、適切な事務取扱い及び適
正な評価を行っております。
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 7．出資等又は株式等エクスポージャーに関する事項�
リスク管理の方針及び手続の概要
　当金庫の銀行勘定における出資又は株式等エクスポージャーにあたるものは、上場株式、非上場株式、上場優先出資証券、
その他投資事業組合への出資金などが該当します。
　そのうち、上場株式、上場優先出資証券にかかるリスクの認識については、時価評価及び最大予想損失額（ＶａＲ）によるリ
スク計測によって把握するとともに、運用状況に応じてＡＬＭ委員会に諮り、投資継続の是非を協議するなど適切なリスク管
理に努めております。また、非上場株式、その他投資事業組合への出資金等に関しても、当金庫が定める「資金運用規程」に
基づいた適正な運用・管理を行っております。リスクの状況は、財務諸表や運用報告を基に定期的なモニタリングを実施する
とともに、その結果については、適宜、経営陣に報告を行うなど適切なリスク管理に努めております。
　また、株式関連商品への投資は、有価証券にかかる投資方針の中で定める投資枠内での取引に限定するとともに、基本的に
は債券投資のヘッジ資産として位置付けており、ポートフォリオ全体のリスクバランスに配慮した運用に努め、取引にあたっ
ては、当金庫が定める「資金運用規程」に基づいた厳格な運用・管理を行っております。
　なお、当該商品の取引にかかる会計処理については、日本公認会計士協会の「金融商品会計に関する実務指針」に従い、適
切な処理を行っております。

貸借対照表計上額及び時価等
（単位：百万円）

区　　分
2023年度 2024年度

貸借対照表計上額 時価 貸借対照表計上額 時価
上 場 株 式 等 1,039 1,039 817 817

非 上 場 株 式 等 411 411 409 409

合 　 　 計 1,450 1,450 1,227 1,227
（注）貸借対照表計上額は、決算日時点の市場価格等に基づいております。

 ５．派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手のリスクに関する事項�
　該当ございません。

 ６．証券化エクスポージャーに関する事項�
　該当ございません。

信用リスク削減手法が適用されたエクスポージャー
（単位：百万円）

信用リスク削減手法
ポートフォリオ

適格金融資産担保 保証 クレジット・デリバティブ
2023年度 2024年度 2023年度 2024年度 2023年度 2024年度

信用リスク削減手法が適用された
エクスポージャー 630 599 14,171 14,844 － －

（注）当金庫は、適格金融資産担保について簡便手法を用いております。

　また、手形貸付、割引手形、証書貸付、当座貸越、債務保証に関して、お客様が期限の利益を失われた場合には、当該与信
取引の範囲において、預金相殺を用いる場合があります。この際、信用リスク削減方策の一つとして、当金庫が定める「融資
事務取扱要領」や各種約定書等に基づき、適切な取扱いに努めております。
　なお、信用リスク削減手法の適用に伴う信用リスクの集中に関しては、特に業種やエクスポージャーの種類に偏ることなく
分散されております。

　該当ございません。
出資等又は株式等エクスポージャーの売却及び償却に伴う損益の額
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 9．金利リスクに関する事項�
１．リスク管理の方針及び手続の概要
（１）リスク管理及び計測の対象とする金利リスクの考え方及び範囲に関する説明
  　・�リスク管理及び計測の対象とする銀行勘定の金利リスクは、市場金利の変動によって銀行勘定の資産や負債の経済価値

あるいは、将来の収益が変動することにより生じるリスクをいいます。当金庫においては、預貸金、有価証券、預け金、
その他の金利・期間を有する資産・負債を計測の対象とし、複数の金利ショック・シナリオの下、金利ショックに対す
る経済価値の減少額である⊿EVEの定期的な計測を行い、適宜、対応を講じる態勢としております。

（２）リスク管理及びリスク削減の方針に関する説明
  　・�リスク管理計画を策定し、リスク限度枠やアラーム・ポイント等を設けて定期的にALM委員会及び経営陣へ報告、超過

した場合は、その後の対応方針について協議を行うなど、資産・負債の最適化に向けたリスク・コントロールに努めて
おります。

（３）金利リスク計測の頻度
  　・3、6、9、12月末基準の四半期毎に行っております。

２．金利リスクの算定手法の概要
（１）�開示告示に基づく定量的開示の対象となる⊿EVE及び⊿NII（銀行勘定の金利リスクのうち、金利ショックに対する算出

基準から12ヶ月を経過する日までの間の金利収益の減少額として計測されるものであって、開示告示に定められた金利
ショックにより計算されるものをいう。以下同じ。）並びに金庫がこれらに追加して自ら開示を行う金利リスクに関す
る以下の事項

　①流動性預金に割り当てられた金利改定の平均満期���������������������������� 1.25年
　②流動性預金に割り当てられた最長の金利改定満期����������������������������  2. 5年
　③流動性預金への満期の割当て方法（コア預金モデル等）及びその前提���金融庁が定める保守的な前提の反映により考慮
　④固定金利貸出の期限前返済や定期預金の早期解約に関する前提�����金融庁が定める保守的な前提の反映により考慮
　⑤複数の通貨の集計方法及びその前提���������������������計測対象となる主要通貨は日本円のみ
　⑥スプレッドに関する前提（計算にあたって割引金利やキャッシュ・フローに含めるか否か等）
　・�SWAP金利を採用。将来キャッシュフローに対して、月末時点の市場金利情報を基に算出したディスカウントファクター

を掛け合わせて算出した割引現在価値を用いて金利リスク量（⊿EVE）を算出しております。将来キャッシュフローを保
有していない金融商品（期間の定めのないもの等）については、月末残高を現在価値とみなし、金利リスク量（⊿EVE）
の算出は行っていません。

（２）�金庫が、自己資本の充実度の評価、ストレステスト、リスク管理、収益管理、経営上の判断その他の目的で、開示告示
に基づく定量的開示の対象となる⊿EVE及び⊿NII以外の金利リスクを計測している場合における、当該金利リスクに関

（単位：百万円）

 8．リスク・ウェイトのみなし計算が適用されるエクスポージャーに関する事項�

2023年度 2024年度
ルック・スルー方式を適用するエクスポージャー 2,520 2,652
マ ン デ ー ト 方 式 を 適 用 す る エ ク ス ポ ー ジ ャ ー － －
蓋然性方式（250%）を適用するエクスポージャー － －
蓋然性方式（400%）を適用するエクスポージャー － －
フォールバック方式（1250%）を適用するエクスポージャー － －

　該当ございません。
貸借対照表及び損益計算書で認識されない評価損益の額

貸借対照表で認識され、かつ、損益計算書で認識されない評価損益の額
（単位：百万円）

2023年度 2024年度
評 価 損 益 297 76
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 10．オペレーショナル・リスクに関する事項�
1．リスク管理の方針及び手続の概要
　オペレーショナル・リスクとは、業務のプロセス、役職員の活動、もしくはシステムが不適切であることまたは外生的事象
により損失を被るリスクをいいます。
　当金庫では、「統合的リスク管理基本方針」に沿って、オペレーショナル・リスク管理に関する事項を定め、オペレーショ
ナル・リスクを事務リスク、システムリスク、その他オペレーショナル・リスク（風評リスク、人的リスク、法務リスク、有
形資産リスク）等と定義し、各々のリスク管理規程を制定し極小化に努めております。また、オペレーショナル・リスクを総
合的に管理する主管部門をリスク統括グループと定めたうえで、各リスクの管理部門を設置し、リスクを的確に把握し厳正に
管理する態勢を構築のうえ当金庫の健全性及び適切性の確保を図っております。
　オペレーショナル・リスクに関する総合的な主管部門であるリスク統括グループは、当該リスクの管理状況に関して、適切
な頻度でモニタリングを行い、理事会に対して定期的に報告し、特に経営に重大な影響を与える事案については随時速やかに
報告する態勢を整備しております。

2．BIの算出方法
　BI（事業規模指標）は、自己資本比率告示第305条に定められた方法に基づき、ILDC（金利要素）、SC（役務要素）、FC
（金融商品要素）を合計して算出しております。

3．ILMの算出方法
　ILMは、自己資本比率告示第306条第1項第3号に基づき、「1」を用いております。

4．オペレーショナル・リスク相当額の算出に当たって、BIの算出から除外した事業部門の有無
　BIの算出から除外した事業部門はありません。

5．オペレーショナル・リスク相当額の算出に当たって、ＩＬＭの算出から除外した特殊損失の有無
　ILMの算出から除外した特殊損失はありません。

（単位：百万円）

（注）１．金利リスクの算定手法の概要等は、「定性的な開示事項」の項目に記載しております。

IRRBB１：金利リスク

項番
⊿EVE ⊿NII

2023年度末 2024年度末 2023年度末 2024年度末
1 上方パラレルシフト 4,647 4,162 0 0

2 下方パラレルシフト 0 0 143 173

3 ス テ ィ ー プ 化 3,612 3,140

4 フ ラ ッ ト 化

5 短 期 金 利 上 昇

6 短 期 金 利 低 下

7 最 大 値 4,647 4,162 143 173

2023年度末 2024年度末
8 自 己 資 本 の 額 6,444 6,598

する以下の事項
　①金利ショックに関する説明
　　・�その他の金利リスクとして、VaR（保有期間3ヶ月、信頼区間99％、観測期間5年の分散共分散法で計算し、金利リス

ク量を金利ラダー方式（金利更改日までのリスク量を計算する方式）および100BPVを計測しております。
　②金利リスク計測の前提及びその意味（特に、開示告示に基づく定量的開示の対象となる⊿EVE及び⊿NIIと大きく異なる点）
　　・�VaRについては、過去5年間と同様の金利変動が今後も発生すると仮定した場合に1％の確率で発生する現在価値の最

大減少額を表しております。
　　・�100BPVについては、金利が1％変化した時の債券などの金融商品の現在価値の変化額を表しております。
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財�務諸表
貸借対照表

（単位：百万円）

科　　　　目 2024年3月末 2025年3月末
（ 資 産 の 部 ）
現 金 2,541 2,985
預 け 金 72,329 69,985
買 入 金 銭 債 権 164 277
有 価 証 券 47,653 44,807
国 債 1,741 1,655
地 方 債 26,376 23,068
社 債 12,148 13,025
株 式 9 9
そ の 他 の 証 券 7,377 7,047
貸 出 金 55,057 54,630
割 引 手 形 187 78
手 形 貸 付 3,555 3,905
証 書 貸 付 48,703 48,125
当 座 貸 越 2,611 2,521
そ の 他 資 産 624 643
未 決 済 為 替 貸 27 17
信 金 中 金 出 資 金 394 394
未 収 収 益 165 189
そ の 他 の 資 産 36 41
有 形 固 定 資 産 1,093 1,037
建 物 508 473
土 地 504 484
その他の有形固定資産 81 80
無 形 固 定 資 産 12 8
ソ フ ト ウ エ ア 6 2
その他の無形固定資産 5 5
繰 延 税 金 資 産 15 18
債 務 保 証 見 返 182 233
貸 倒 引 当 金 △ 1,560 △ 849
（うち個別貸倒引当金） △ 1,458 △ 733
資 産 の 部 合 計 178,114 173,777

科　　　目 2024年3月末 2025年3月末
（ 負 債 の 部 ）
預 金 積 金 171,863 167,983
当 座 預 金 4,115 4,165
普 通 預 金 102,224 101,459
貯 蓄 預 金 628 577
通 知 預 金 33 12
定 期 預 金 61,986 58,293
定 期 積 金 1,902 1,732
そ の 他 の 預 金 973 1,742
そ の 他 負 債 213 253
未 決 済 為 替 借 71 36
未 払 費 用 86 102
給 付 補 塡 備 金 0 0
未 払 法 人 税 等 5 5
前 受 収 益 33 45
払 戻 未 済 金 5 9
払 戻 未 済 持 分 1 1
そ の 他 の 負 債 9 52
退 職 給 付 引 当 金 0 9
睡眠預金払戻損失引当金 15 14
偶 発 損 失 引 当 金 100 81
債 務 保 証 182 233
負 債 の 部 合 計 172,375 168,575
（純 資 産 の 部）
出 資 金 2,977 2,967
普 通 出 資 金 602 592
優 先 出 資 金 1,025 1,025
そ の 他 の 出 資 金 1,350 1,350
資 本 剰 余 金 108 108
資 本 準 備 金 108 108
利 益 剰 余 金 3,313 3,462
利 益 準 備 金 659 690
そ の 他 利 益 剰 余 金 2,654 2,772
特 別 積 立 金 1,640 1,890
（うち優先出資消却積立金） (1,640) (1,890)
当期未処分剰余金 1,013 881

処 分 未 済 持 分 △ 21 △ 24
会 員 勘 定 合 計 6,378 6,514
その他有価証券評価差額金 △ 639 △ 1,312
評価・換算差額等合計 △ 639 △ 1,312
純 資 産 の 部 合 計 5,738 5,201
負債及び純資産の部合計 178,114 173,777
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貸借対照表の注記
注  １．記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
　  ２．�有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法

による償却原価法（定額法）、その他有価証券については時価法
（売却原価は主として移動平均法により算定）、ただし市場価格
のない株式等については移動平均法による原価法又は償却原価
法により行っております。

　　  �  なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入
法により処理しております。

　  ３．�有形固定資産（リース資産を除く）の減価償却は、定額法を採
用しております。また、主な耐用年数は次のとおりであります。

　　　　建　物　 ６年～５０年
　　　　その他　 ２年～５０年
　  ４．�無形固定資産（リース資産を除く）の減価償却は、定額法によ

り償却しております。なお、自金庫利用のソフトウェアについ
ては、金庫内における利用可能期間（５年）に基づいて償却して
おります。

　 ５ ．�貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のと
おり計上しております。

　　  �  破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者
（以下「破綻先」という。）に係る債権及びそれと同等の状況に
ある債務者（以下「実質破綻先」という。）に係る債権について
は、以下のなお書きに記載されている直接減額後の帳簿価額か
ら、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控
除し、その残額を計上しております。また、現在は経営破綻の
状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められ
る債務者（以下「破綻懸念先」という。）に係る債権については、
債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見
込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に
判断し必要と認める額を計上しております。

　　  �  上記以外の債権については、主として今後１年間の予想損失額又
は今後３年間の予想損失額を見込んで計上しており、予想損失額
は、１年間又は３年間の貸倒実績又は倒産実績を基礎とした貸倒
実績率又は倒産確率の過去の一定期間における平均値に基づき
損失率を求め、算定しております。

　　  �  すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署
が資産査定を実施し、当該部署から独立した資産監査部署が査
定結果を監査しております。

　　  �  なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等につ
いては、債権額から担保の評価額及び保証による回収が可能と
認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額か
ら直接減額しており、その金額は８０７百万円であります。

　  ６．�退職給付引当金は、職員の退職給付に備えるため、企業会計基
準適用指針第２５号「退職給付に関する会計基準の適用指針」（平
成２７年３月２６日）に定める簡便法（退職給付に係る期末自己都
合要支給額を退職給付債務とする方法）により、当事業年度末
における必要額を計上しております。

　　  �  当金庫は、複数事業主（信用金庫等）により設立された企業年
金制度（総合設立型厚生年金基金）に加入しており、当金庫の
拠出に対応する年金資産の額を合理的に計算することができな
いため、当該企業年金制度への拠出額を退職給付費用として処
理しております。

　　  �  なお、当該企業年金制度全体の直近の積立状況及び制度全体の
拠出等に占める当金庫の割合並びにこれらに関する補足説明は
次のとおりであります。

　　  �  ①制度全体の積立状況に関する事項（２０２４年３月３１日現在）
　　    　年金資産の額　　　　　　　　　� １，８３２，３００百万円 　　　
　　    　年金財政計算上の数理債務の額　　
　　    　と最低責任準備金の額との合計額� １，８５３，６８４百万円 　　　
　　    　差引額　　　　　　　　　　　　　� △２１，３８４百万円 　　　
　　    ②制度全体に占める当金庫の掛金拠出割合（２０２４年３月分）
� ０．１０２６％ 　　　
　　    ③補足説明
　　  �  上記①の差引額の主な要因は、年金財政計算上の過去勤務債務

残高１３４，６２３百万円及び別途積立金１１３，２３９百万円でありま
す。本制度における過去勤務債務の償却方法は期間１９年０カ月
の元利均等定率償却であり、当金庫は、当事業年度の財務諸表
上、当該償却に充てられる特別掛金１９百万円を費用処理してお
ります。

　　  �  なお、特別掛金の額は、予め定められた掛金率を掛金拠出時の
標準給与の額に乗じることで算定されるため、上記②の割合は
当金庫の実際の負担割合とは一致しません。

　　  �  また、当金庫は複数事業主（信用金庫等）により設立された企
業年金制度（連合設立型確定給付企業年金基金）に加入してお
ります。

　　  �  連合設立型確定給付企業年金基金の第１給付部分については、当
金庫の拠出に対応する年金資産の額を合理的に計算することが
できないため、当該年金制度の第１給付部分への拠出額を退職給
付費用として処理しております。（当該年金制度は、第１給付部
分〔共通給付部分〕と第２給付部分〔事業所給付部分〕とで構成
されております。）

　　  �  なお、当該年金制度の第１給付部分の制度は、平成２２年４月１日
に施行しており、年金資産の額等の基準年月日である前事業年
度末における当該年金制度の第１給付部分の積立状況等を把握
することができないため、当該積立状況等を記載しておりません。

　  ７．�睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、
預金者からの払戻請求に備えるため、将来の払戻請求に応じて
発生する損失を見積り、必要と認める額を計上しております。

　  ８．�偶発損失引当金は、信用保証協会への負担金の支払いに備える
ため、将来の負担金支払見込額を計上しております。

　  ９．収益の計上方法
　　  �  役務取引等収益は、役務提供の対価として収受する収益であり、

内訳として「受入為替手数料」「その他の受入手数料」「その他
の役務取引等収益」があります。このうち、受入為替手数料は、
為替業務から収受する受入手数料であり、内国為替業務に基づ
く送金、代金取立等の手数料が該当します。

　　  �  為替業務及びその他の役務取引等にかかる履行義務は、通常、
対価の受領と同時期に充足されるため、原則として、一時点で
収益を認識しております。

　10．�会計上の見積りにより当事業年度に係る財務諸表にその額を計
上した項目であって、翌事業年度に係る財務諸表に重要な影響
を及ぼす可能性があるものは、次のとおりです。

　　    　　貸倒引当金　　　８４９百万円
　　  �  貸倒引当金の算出方法は、重要な会計方針として５.に記載して

おります。
　　  �  主要な仮定は、「債務者区分の判定における貸出先の将来の業績

見通し」であります。「債務者区分の判定における貸出先の将
来の業績見通し」は、各債務者の収益獲得能力を個別に評価し、
設定しております。

　　  �  なお、個別貸出先の業績変化等により、当初の見積りに用いた
仮定が変化した場合は、翌事業年度に係る財務諸表における貸
倒引当金に重要な影響を及ぼす可能性があります。

　11．�理事及び監事との間の取引による理事及び監事に対する金銭債
権総額　７７１百万円

　12．�理事及び監事との間の取引による理事及び監事に対する金銭債
務はございません。

　13．有形固定資産の減価償却累計額　１，６８４百万円
　14．�貸借対照表に計上した固定資産のほか、営業用車両と事務機器

等については、所有権移転外ファイナンス・リース契約により
使用しております。

　15．�信用金庫法及び金融機能の再生のための緊急措置に関する法律
に基づく債権は次のとおりであります。なお、債権は、貸借対
照表の「有価証券」中の社債（その元本の償還及び利息の支払
の全部又は一部について保証しているものであって、当該社債
の発行が有価証券の私募（金融商品取引法第２条第３項）による
ものに限る。）、貸出金、外国為替、「その他資産」中の未収利息
及び仮払金並びに債務保証見返の各勘定に計上されるもの並び
に注記されている有価証券の貸付けを行っている場合のその有
価証券（使用貸借又は賃貸借契約によるものに限る。）であります。
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　　    　破産更生債権及びこれらに準ずる債権額�　　　　４７百万円　
　　    　危険債権額　　　　　　　　　　　　　　� ２，５８７百万円　
　　    　三月以上延滞債権額　　　　　　　　　　　　　� －百万円　
　　    　貸出条件緩和債権額　　　　　　　　　　　　　� －百万円　
　　    　合計額　　　　　　　　　　　　　　　　� ２，６３４百万円　
　　  �  破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更

生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に
陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権であり
ます。

　　  �  危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、
財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回
収及び利息の受取りができない可能性の高い債権で破産更生債
権及びこれらに準ずる債権に該当しないものであります。

　　  �  三月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌
日から三月以上遅延している貸出金で破産更生債権及びこれら
に準ずる債権並びに危険債権に該当しないものであります。

　　  �  貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ること
を目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、
債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で
破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権並びに三月以
上延滞債権に該当しないものであります。

　　    なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
　16．�手形割引は、業種別委員会実務指針第２４号に基づき金融取引

として処理しております。これにより受け入れた銀行引受手形、
商業手形、荷付為替手形は、売却又は担保という方法で自由に
処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は、７８百万
円であります。

　17．担保に供している資産は次のとおりであります。
　　    担保に供している資産
　　    　有価証券　日本銀行　　　歳入代理店契約に伴うもの� １９９百万円
　　    　現金　　　地方公共団体　公金業務取扱に伴うもの�１６百万円
　　    　預け金　　地方公共団体　公金業務取扱に伴うもの� ４百万円
　　    　　　　　　信金中央金庫　為替決済に伴うもの� ６，０００百万円
　　  �  また、その他の資産には、保証金１百万円、敷金３百万円が含ま

れております。
　18．�「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募（金融商品取引

法第２条第３項）による社債に対する当金庫の保証債務の額は
７３百万円であります。

　19．出資１口当たりの純資産額　　　３，５６５円３１銭
　20．金融商品の状況に関する事項
　   （1）金融商品に対する取組方針
　      　�当金庫は、預金業務、融資業務および市場運用業務などの金融

業務を行っております。
　      　�このため、金利変動による不利な影響が生じないように、資産

及び負債の総合的管理（ＡＬＭ）をしております。
　   （2）金融商品の内容及びそのリスク
　      　�当金庫が保有する金融資産は、主として事業地区内のお客様に

対する貸出金です。
　      　�また、有価証券は、主に債券、投資信託及び株式であり、満期

保有目的、純投資目的及び事業推進目的で保有しております。
　      　�これらは、それぞれ発行体の信用リスク及び金利の変動リスク、

市場価格の変動リスクに晒されております。
　      　�一方、金融負債は主としてお客様からの預金であり、流動性リ

スクに晒されております。
　      　�また、変動金利の預金については、金利の変動リスクに晒され

ております。
　   （3）金融商品に係るリスク管理体制
　      　①信用リスクの管理
　      　　�当金庫は、融資事務取扱要領及び信用リスクに関する管理諸

規程に従い、貸出金について、個別案件ごとの与信審査、与
信限度額、信用情報管理、保証や担保の設定、問題債権への
対応など与信管理に関する体制を整備し運営しております。

　      　　�これらの与信管理は、各営業店のほか審査グループ（審査担
当）により行われ、また、経営陣等による融資審査会や理事
会を開催し、審議・報告を行っております。

　      　　�さらに、与信管理の状況については、審査グループ（債権管
理担当）がチェックしております。

　      　　�有価証券の発行体の信用リスクに関しては、リスク統括グ
ループにおいて、信用情報や時価の把握を定期的に行うこと
で管理しております。

　      　②市場リスクの管理
　      　（ⅰ）金利リスクの管理
　      　　　�当金庫は、ＡＬＭによって金利の変動リスクを管理してお

ります。
　      　　　�ＡＬＭに関する規則及び要領において、リスク管理方法や

手続等の詳細を明記しており、ＡＬＭ委員会において決定
されたＡＬＭに関する方針に基づき、理事会において実施
状況の把握・確認、今後の対応等の協議を行っております。

　      　　　�日常的には、リスク統括グループ（市場リスク管理担当）
において金融資産及び負債の金利や期間を総合的に把握
し、金利感応度分析等によりモニタリングを行い、月次
ベースで理事会に報告しております。

　      　（ⅱ）価格変動リスクの管理
　      　　　�有価証券を含む市場運用商品の保有については、ＡＬＭ委

員会の方針に基づき、理事会の監督の下、資金運用規程に
従い行われております。

　      　　　�このうち、総務グループ（資金運用担当）では、市場運用
商品の購入を行っており、事前審査、投資限度額の設定の
ほか、継続的なモニタリングを通じて、価格変動リスクの
軽減を図っております。

　      　　　�総務グループ（資金運用担当）で保有している株式の多く
は、事業推進目的で保有しているものであり、取引先の市
場環境や財務状況などをモニタリングしています。

　      　　　�これらの情報はリスク統括グループ（市場リスク管理担当
及び資金運用管理担当）を通じ、理事会及びＡＬＭ委員会
において定期的に報告されております。

　      　（ⅲ）市場リスクに係る定量的情報
　      　　　�当金庫において、主要なリスク変数である金利リスク及び

価格変動リスクの影響を受ける主たる金融商品は、「有価
証券」であります。

　      　　　�当金庫では、有価証券の市場リスク量を原則としてＶａＲに
より計測し、ＶａＲによる計測の出来ない一部の有価証券は、
個別に計測方法を決定のうえ共に週次でリスク量を取得
しております。取得したリスク量は、事前に決めたリスク
限度額の範囲となるよう管理しております。当金庫のＶａ
Ｒは分散共分散法（保有期間３カ月、信頼区間９９％、観測
期間５年）により算出しており、２０２５年３月３１日（当事
業年度の決算日）現在で当金庫の市場リスク量（損失額の
推計値）は、全体で１，４４４百万円です。また、ＶａＲによる
計測の出来ない有価証券のリスク量は１百万円であり、Ｖａ
Ｒで算出したリスク量との合計は２，７５８百万円です。

　      　　　�なお、当金庫ではＶａＲによる計測結果の検証を目的に、年
１回バックテストを実施しております。ただし、ＶａＲは過
去の相場変動をベースに統計的に算出した一定の発生確
率での市場リスク量を計測しており、通常では考えられな
いほど市場環境が激変する状況下におけるリスクは捕捉
できない場合があります。

　      　　　�さらに、当金庫においては、主要なリスク変数である金利
リスクの影響を受ける主たる金融商品として、有価証券以
外に「貸出金」「預け金」「預金積金」があります。

　      　　　�当金庫では、これらの金融資産及び金融負債について、信
用金庫法施行規則第１３２条第１項第５号ニ等の規定に基づ
き、自己資本の充実の状況等について金融庁長官が別に定
める事項」（平成２６年金融庁告示第８号）において通貨ご
とに規定された金利ショックを用いた時価の変動幅を市
場リスク量とし、金利の変動リスクの管理にあたっての定
量的分析に利用しております。

　      　　　�当該変動額の算定にあたっては、対象の金融資産及び金融
負債を、それぞれ金利期日に応じて適切な期間に残高を分
解し、期間ごとの金利変動幅を用いております。
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割引率で割り引いて現在価値を算定し、その算出結果を時価
に代わる金額として記載しております。

　　      　�なお、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については
２２.から２４.に記載しております。

　　   （4）貸出金
　　      　�貸出金は、以下の①～③の合計額から、貸出金に対応する一

般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除する方法により算
定し、その算出結果を時価に代わる金額として記載しており
ます。

　　      　①�破綻懸念先債権、実質破綻先債権及び破綻先債権等、将来
キャッシュ・フローの見積りが困難な債権については、貸
借対照表中の貸出金勘定に計上している額（貸倒引当金控
除前の額。以下「貸出金計上額」という。）

　　      　②①以外のうち、変動金利によるものは貸出金計上額
　　      　③�①以外のうち、固定金利によるものは貸出金の期間に基づ

く区分ごとに、元利金の合計額を市場金利（スワップレー
ト）で割り引いた価額

　　    金融負債
　　   （1）預金積金
　　      　�要求払預金については、決算日に要求された場合の支払額

（帳簿価額）を時価とみなしております。また、定期性預金
の時価は、一定の期間ごとに区分して、将来のキャッシュ・
フローを割り引いて現在価値を算定し、その算出結果を時価
に代わる金額として記載しております。その割引率は、市場
金利（スワップレート）を用いております。

　　   （注２）�市場価格のない株式等及び組合出資金の貸借対照表計上
額は次のとおりであり、金融商品の時価情報には含まれ
ておりません。

　　   （注３）金銭債権および満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

　      　　　�なお、金利以外のすべてのリスク変数が一定であると仮定
し、当事業年度末において、上方パラレルシフト（指標金
利の上昇をいい、日本円金利の場合１．００％上昇等、通貨
ごとに上昇幅が異なる）が生じた場合、対象となる金融商
品の経済価値は、４，１６２百万円減少するものと把握してお
ります。当該変動幅は、金利を除くリスク変数が一定の場
合を前提としており、金利とその他のリスク変数との相関
を考慮しておりません。

　      　　　�また、金利の合理的な予想変動幅を超える変動が生じた場
合には、算定額を超える影響が生じる可能性があります。

　      　③資金調達に係る流動性リスクの管理
　      　　�当金庫は、ＡＬＭを通して、適時に資金管理を行うほか、資

金調達手段の多様化、市場環境を考慮した長短の調達バラン
スの調整などによって、流動性リスクを管理しております。

　   （4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
　      　�金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用し

ているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。

　      　�なお、金融商品のうち現金、預け金、貸出金、預金積金につい
ては、簡便な計算により算出した時価に代わる金額を含めて開
示しております。

　21．金融商品の時価等に関する事項
　　  �  ２０２５年３月３１日における貸借対照表計上額、時価及びこれら

の差額は、次のとおりであります（時価等の評価技法（算定方
法）については（注１）参照）。なお、市場価格のない株式等及
び組合出資金は、次表には含めておりません（（注２）参照）。

　　    また、重要性の乏しい科目については記載を省略しております。

　　   （注１）金融商品の時価等の評価技法（算定方法）
　　    金融資産
　　   （1）預け金
　　      　�満期のない預け金については、時価は帳簿価額と近似してい

ることから、当該帳簿価額を時価としております。満期のあ
る預け金については、市場金利（スワップレート）で割り引
いた現在価値を時価に代わる金額として記載しております。

　　   （2）買入金銭債権
　　      　�買入金銭債権については、貸出金と同様の方法で算定し、そ

の算出結果を時価に代わる金額として記載しております。
　　   （3）有価証券
　　      　�株式は取引所の価格、債券は取引所の価格又は取引金融機関

から提示された価格によっております。投資信託は公表され
ている基準価額によっております。

　　      　�自金庫保証私募債は、利率及び償還金から算出されるキャッ
シュ・フローを、基準となる金利及びスプレッドを加味した

（単位：百万円）
区　　分 貸借対照表計上額

非上場株式（＊１） ９
信金中金出資金（＊１） ３９４
投資事業有限責任組合出資金（＊２） ４

    合　　計 ４０８
（＊１）�非上場株式及び信金中金出資金については、企業会計

基準適用指針第19号「金融商品の時価等の開示に関す
る適用指針」（令和２年３月31日）第5項に基づき、時
価開示の対象とはしておりません。

（＊２）�組合出資金については、企業会計基準適用指針第31号
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（令和3年6
月17日）第24-16項に基づき、時価開示の対象とはし
ておりません。

（単位：百万円）

　　 １年以内 １年超
５年以内

５年超
１０年以内 １０年超

預け金 ２１，０００ ２５，５０４ ５，９００ ６，４００
買入金銭債権 ０ １０８ １６８ －
有価証券 ６，２２７ １２，６３３ ２１，８７０ ２，５６４
満期保有目的の債券 ５，９１３ ８，８５８ ９，４６５ －
その他有価証券のうち
満期があるもの ３１３ ３，７７４ １２，４０５ ２，５６４

貸出金（＊） １０，１１９ １８，５２４ １３，１１３ ９，９９８
合　　計 ３７，３４７ ５６，７７０ ４１，０５２ １８，９６３

（＊）�貸出金のうち、破綻先、実質破綻先および破綻懸念先に対
する債権等、償還予定額が見込めないもの、期間の定めが
ないものは含めておりません。

（単位：百万円）
貸借対照表
計上額 時　価 差　額

（1）預け金（＊１） 69,985 69,290 △６９４
（2）買入金銭債権 277 277 －
（3）商品有価証券
　　  売買目的有価証券 － － －
（4）有価証券
　　  満期保有目的の債券 24,237 23,538 △６９８
　　  その他有価証券 20,555 20,555 －
（5）貸出金（＊１） 54,630
　　  貸倒引当金（＊２） △８４９

53,781 54,273 492
金融資産計 168,836 167,936 △９００

（1）預金積金（＊１） 167,983 167,465 △５１７
金融負債計 167,983 167,465 △５１７

（＊１）�預け金、貸出金、預金積金の「時価」には、「簡便な計算
により算出した時価に代わる金額」が含まれております。

（＊２）�貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控
除しております。
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　25．�当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、
顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定され
た条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付
けることを約する契約であります。これらの契約に係る融資未
実行残高は、７，００１百万円であります。このうち任意の時期に
無条件で取消可能なものが７，００１百万円あります。

　　  �  なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するもの
であるため、融資未実行残高そのものが必ずしも当金庫の将来
のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。こ
れらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその
他相当の事由があるときは、当金庫が実行申し込みを受けた融
資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が
付けられております。また、契約時において必要に応じて不動
産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に（毎
月一定日及び１年毎）予め定めている金庫内手続に基づき顧客の
業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措
置等を講じております。

　26．�繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳は、
それぞれ次のとおりであります。

　　    　繰延税金資産
　　    　　税務上の繰越欠損金� ２６３百万円
　　    　　貸倒引当金損金算入限度超過額� ２６７百万円
　　    　　偶発損失引当金� ２２百万円
　　    　　その他� ３９９百万円
　　    　繰延税金資産小計� ９５３百万円
　　    　　税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額� 　△２６３百万円
　　    　　将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額� △６７０百万円
　　    　評価性引当額小計� △９３４百万円
　　    　繰延税金資産合計� １８百万円
　　    　繰延税金負債
　　    　　その他有価証券評価益� －百万円
　　    　繰延税金負債合計� 　－百万円
　　    　繰延税金資産の純額� １８百万円
　　    税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

　27．収益認識会計基準の「表示」に関する事項　
　    　�企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」（令和２年３

月31日）に基づく契約資産等の金額は、他の資産等と区分表示
しておりません。当事業年度末の契約資産、顧客との契約から
生じた債権及び契約負債の金額は、それぞれ以下のとおりであ
ります。

　　    　契約資産　　　　　　　　　　　　　　� －百万円　　　
　　    　顧客との契約から生じた債権　　　　　� ６百万円　　　
　　    　契約負債　　　　　　　　　　　　　　� －百万円　　　
　28．表示方法の変更
　    　��２０１７年７月３１日、２０１９年８月５日及び２０２２年７月２５日に協同

組織金融機関の優先出資に関する法律（平成５年５月１２日公布
法律第４４号）第１５条第１項第１号の規定に基づき、発行済優先
出資６３１，６６８口のうち５３１，６６８口を消却しております。優先出
資の消却を受け、優先出資１，３５０百万円をその他の出資金に振
り替えて計上しております。

　　   （注４）借用金およびその他の有利子負債の決算日後の返済予定額

　22．�有価証券の時価及び評価差額等に関する事項は次のとおりであ
ります。これらには、「国債」、「地方債」、「社債」、「株式」、「そ
の他の証券」が含まれております。以下、２４．まで同様であり
ます。

　23．当事業年度中に売却した満期保有目的の債券はございません。
　24．当事業年度中に売却したその他有価証券

当事業年度（２０２５年３月３１日）� （単位：百万円）
９年超１０年以内 合計

税務上の繰越欠損金（＊） １２０ ２６３
評価性引当額 １２０ ２６３
繰延税金資産 － －
（＊）�税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。

その他有価証券 （単位：百万円）

種　　類 貸借対照表
計上額 取得原価 差　　額

貸借対照表
計上額が取
得原価を超
えるもの

株式 － － －
債券 ２１６ ２１５ ０
国債 １００ ９９ ０
地方債 － － －
社債 １１６ １１５ ０
その他 ８７５ ７９９ ７６
小　　計 １，０９１ １，０１４ ７６

貸借対照表
計上額が取
得原価を超
えないもの

株式 － － －
債券 １４，９９６ １６，０３８ △１，０４１
国債 １，５５５ １，５８３ △２８
地方債 ８，２０５ ８，９０２ △６９７
社債 ５，２３５ ５，５５１ △３１６
その他 ４，４７１ ４，８２０ △３４８
小　　計 １９，４６８ ２０，８５８ △１，３８９

合　　計 ２０，５６０ ２１，８７２ △１，３１２

（単位：百万円）
売却額 売却益の合計 売却損の合計

株式 － － －
債券 １，６４８ － ３４７

国債 １，６４８ － ３４７
地方債 － － －
社債 － － －

その他 － － －
合　計 １，６４８ － ３４７

（注）�２０２５年４月に地方債を２４４百万円で売却し、売却損５５百万
円を計上しております。

満期保有目的の債券 （単位：百万円）

種　　類 貸借対照表
計上額 時　　価 差　　額

時価が貸借
対照表計上
額を超える
もの

国債 － － －
地方債 １，４９９ １，５００ ０
社債 － － －
その他 － － －
小　　計 １，４９９ １，５００ ０

時価が貸借
対照表計上
額を超えな
いもの

国債 － － －
地方債 １３，３６２ １２，９２３ △４３８
社債 ７，６７４ ７，４５７ △２１６
その他 １，７００ １，６５７ △４２
小　　計 ２２，７３７ ２２，０３８ △６９８

合　　計 ２４，２３７ ２３，５３８ △６９８

（単位：百万円）

　　 １年以内 １年超
５年以内

５年超
１０年以内 １０年超

借用金 － － － －
預金積金（＊） ３３，５８７ ２５，９８７ － ２
合　　計 ３３，５８７ ２５，９８７ － ２

（＊）�預金積金のうち、要求性払預金は「１年以内」に含めて開
示しております。
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剰余金処分計算書

会計監査人による監査

報酬体系について

（単位：千円）

（単位：千円）

科　　目 2023年度 2024年度
経常収益 1,918,031 2,036,190
資金運用収益 1,527,303 1,648,361
貸出金利息 1,046,545 1,083,449
預け金利息 171,364 249,788
有価証券利息配当金 296,994 302,000
その他の受入利息 12,399 13,123

役務取引等収益 232,873 225,221
受入為替手数料 87,387 89,710
その他の役務収益 145,485 135,510

その他業務収益 19,990 18,141
その他の業務収益 19,990 18,141

その他経常収益 137,863 144,466
貸倒引当金戻入益 132,972 118,305
償却債権取立益 3,304 418
その他の経常収益 1,586 25,742

経常費用 1,547,249 1,827,789
資金調達費用 11,545 47,688
預金利息 11,491 47,578
給付補塡備金繰入額 52 103
その他の支払利息 1 7

役務取引等費用 148,663 151,578
支払為替手数料 23,605 26,218
その他の役務費用 125,058 125,359

その他業務費用 221,387 381,263
国債等債券売却損 － 347,636
国債等債券償還損 188,010 －
その他の業務費用 33,377 33,627

経費 1,148,285 1,193,240
人件費 689,579 744,839
物件費 447,226 437,271
税金 11,480 11,129

その他経常費用 17,367 54,017
貸出金償却 762 50,639
その他の経常費用 16,605 3,378

経常利益 370,781 208,401
特別利益 2,437 740
固定資産処分益 506 －
その他の特別利益 1,931 740

特別損失 8,275 33,516
固定資産処分損 3,165 20,604
減損損失 － 12,829
その他の特別損失 5,110 83

税引前当期純利益 364,944 175,625
法人税、住民税及び事業税 5,089 5,075
法人税等調整額 52,355 △ 2,317
法人税等合計 57,444 2,757
当期純利益 307,499 172,867
繰越金（当期首残高） 706,389 709,049
当期未処分剰余金 1,013,888 881,917
（注）１．記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
　　　２．出資１口当たり当期純利益金額　　　　１３４円０５銭
　　　３．�収益を理解するための基礎となる情報は、貸借対照表の注記において、

重要な会計方針とあわせて注記しております。� 以上

2023年度 2024年度
当期未処分剰余金 1,013,888 881,917
剰余金処分額 304,839 150,923
利益準備金 31,000 18,000
普通出資に対する配当金 （年１％）5,839 （年１％）5,721
優先出資に対する配当金 18,000 18,000
優先出資消却積立金 250,000 109,201

繰越金（当期末残高） 709,049 730,993

　２０２５年６月１７日開催の第７６回通常総代会で報告を行った
貸借対照表、損益計算書及び承認を得た剰余金処分計算書は、
信用金庫法第３８条の２第３項の規定に基づき、公認会計士大橋
貴洋志事務所　公認会計士　大橋貴洋志氏の監査を受けており
ます。

　２０２4年度における貸借対照表、損益計算書及び剰余金
処分計算書（以下、「財務諸表」という。）並びに財務諸表
作成に係る内部監査等について適正性・有効性等を確認し
ております。
　２０２５年６月１７日
� 伊達信用金庫　理事長　舘崎　雄二

１．対象役員
　 � 当金庫における報酬体系の開示対象となる「対象役員」は、
常勤理事及び常勤監事をいいます。対象役員に対する報酬
等は、職務執行の対価として支払う「基本報酬」及び「賞
与」で構成されております。

  　（1）報酬体系の概要
  　【基本報酬及び賞与】
  　�非常勤を含む全役員の基本報酬及び賞与につきましては、
総代会において、理事全員及び監事全員それぞれの支払総
額の最高限度額を決定しております。

  　�そのうえで、各理事の基本報酬額につきましては役位等を、
各理事の賞与額につきましては前年度の業績等をそれぞれ
勘案し、当金庫の理事会において決定しております。また、
各監事の基本報酬額及び賞与額につきましては、監事の協
議により決定しております。

  　【退職慰労金】
  　�２００８年３月３１日に退職慰労金支給に関する内規を廃止し
ております。

  　（2）�２０２4年度における対象役員に対する報酬等の支払総
額は52百万円です。

  　（注）１．�対象役員に該当する理事は5名、監事は１名です
（期中に退任した者を含む）。

  　　　 ２．上記金額は全額基本報酬です。
  　　　   　�なお、２０２4年度は、賞与の支払いはありません

でした。
  　（3）その他
  　　　�「信用金庫法施行規則第１３２条第１項第６号等の規定に

基づき、報酬等に関する事項であって、信用金庫等の
業務の運営又は財産の状況に重要な影響を与えるもの
として金融庁長官が別に定めるものを定める件」（平
成２４年（２０１２年）３月２９日付金融庁告示第２２号）
第２条第１項第３号、第４号及び第６号に該当する事項
はありませんでした。

２．対象職員等
　 � 当金庫における報酬体系の開示対象となる「対象職員等」
は、当金庫の非常勤役員、当金庫の職員であって、対象役
員が受ける報酬等と同等額以上の報酬等を受ける者のうち、
当金庫の業務及び財産の状況に重要な影響を与える者をい
います。

　 � なお、２０２４年度において、対象職員等に該当する者はい
ませんでした。

  　（注）１．�対象職員等には、期中に退任・退職した者も含め
ております。

   　　　２．�「同等額」は、２０２4年度に対象役員に支払った
報酬等の平均額としております。

   　　　３．�２０２４年度において対象役員が受ける報酬等と同
等額以上の報酬等を受ける者はいませんでした。

損益計算書
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経�営指標

　27ページをご覧下さい。
自己資本比率

業務粗利益

業務純益

利益率

資金運用収支の内訳

利鞘

（単位：千円、％）

（単位：千円）

（単位：％） （単位：％）

2023年度 2024年度
資 金 運 用 収 支 1,515,758 1,600,672

資 金 運 用 収 益 1,527,303 1,648,361
資 金 調 達 費 用 11,545 47,688

役 務 取 引 等 収 支 84,209 73,642
役 務 取 引 等 収 益 232,873 225,221
役 務 取 引 等 費 用 148,663 151,578

そ の 他 の 業 務 収 支 △ 201,396 △ 363,122
そ の 他 業 務 収 益 19,990 18,141
そ の 他 業 務 費 用 221,387 381,263

業 務 粗 利 益 1,398,571 1,311,192
業 務 粗 利 益 率 0.77 0.73

（注）１．資金調達費用に金銭の信託運用見合費用はありません。
　　　２．業務粗利益率＝業務粗利益/資金運用勘定平均残高×100

（注）１．業務純益＝業務収益－（業務費用－金銭の信託運用見合費用）
　　　  　業務費用には、例えば人件費のうちの役員賞与等のような臨時的な経費等を含まないこととしています。
　　　  　また、貸倒引当金繰入額が全体として繰入超過の場合、一般貸倒引当金繰入額（または取崩額）を含みます。
　　　２．実質業務純益＝業務純益＋一般貸倒引当金繰入額
　　　  　実質業務純益は、業務純益から、一般貸倒引当金繰入額の影響を除いたものです。
　　　３．コア業務純益＝実質業務純益－国債等債券損益
　　　  　国債等債券損益は、国債等債券売却益、国債等債券償還益、国債等債券売却損、国債等債券償還損、国債等債券償却を通算した損益です。

（注）１．資金運用勘定は無利息預け金の平均残高（2023年度0百万円、2024年度0百万円）を控除して表示しております。
　　　２．資金調達勘定に金銭の信託運用見合額はありません。

（注）総資産経常（当期純）利益率＝� ×100経常（当期純）利益
総資産（債務保証見返を除く）平均残高

2023年度 2024年度
業 務 純 益 250,285 124,778
実 質 業 務 純 益 250,285 124,778
コ ア 業 務 純 益 438,295 472,415
コア業務純益（投資信託解約損益を除く） 438,295 472,415

2023年度 2024年度
総資産経常利益率 0.20 0.11
総資産当期純利益率 0.16 0.09

2023年度 2024年度
資 金 運 用 利 回 0.84 0.92
資 金 調 達 原 価 率 0.65 0.70
総 資 金 利 鞘 0.19 0.22

平均残高（百万円） 利息（千円） 利回り（％）
２０２3年度 ２０２４年度 ２０２3年度 ２０２４年度 ２０２3年度 ２０２４年度

資　金　運　用　勘　定 180,062 178,971 1,527,303 1,648,361 0.84 0.92
う ち 貸 出 金 55,106 53,947 1,046,545 1,083,449 1.89 2.00
う ち 預 け 金 74,698 76,909 171,364 249,788 0.22 0.32
う ち 商 品 有 価 証 券 － － － － － －
う ち 有 価 証 券 49,671 47,423 296,994 302,000 0.59 0.63

資　金　調　達　勘　定 176,521 175,190 11,545 47,688 0.00 0.02
う ち 預 金 積 金 176,521 175,190 11,543 47,681 0.00 0.02
う ち 譲 渡 性 預 金 － － － － － －
う ち 借 用 金 － － － － － －
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受取利息及び支払利息の増減

預金者別預金残高・構成比

（単位：千円）

（単位：百万円、％）

２０２３年度 ２０２４年度
残高による増減 利率による増減 純増減 残高による増減 利率による増減 純増減

受　　取　　利　　息 △ 42,776 113,317 70,541 △ 30,375 150,709 120,334
う ち 貸 出 金 △ 25,349 58,876 33,527 △ 22,005 58,909 36,904
う ち 預 け 金 △ 1,869 61,345 59,476 5,071 73,352 78,423
うち商品有価証券 － － － － － －
う ち 有 価 証 券 △ 15,557 △ 6,904 △ 22,461 △ 13,441 18,447 5,006

支　　払　　利　　息 △ 64 △ 1,783 △ 1,847 △ 87 36,224 36,137
う ち 預 金 積 金 △ 64 △ 1,783 △ 1,847 △ 87 36,224 36,137
う ち 譲 渡 性 預 金 － － － － － －
う ち 借 用 金 － － － － － －

（注）残高及び利率の増減要因が重なる部分については、利率による割合に含めております。

（注）１．流動性預金＝当座預金＋普通預金＋貯蓄預金＋通知預金
　　　２．定期性預金＝定期預金＋定期積金
　　　　  固定金利定期預金：預入時に満期日までの利率が確定する定期預金
　　　　 � 変動金利定期預金：預入期間中の市場金利の変化に応じて金利が変動する

定期預金

預貸率

固定金利定期預金、変動金利定期預金及び
その他の区分ごとの定期預金の残高

流動性預金、定期性預金、譲渡性預金
その他の預金の平均残高

預証率
（単位：％）

（単位：百万円） （単位：百万円）

（単位：％）

（注）預貸率＝� ×100 （注）預証率＝� ×100貸出金
預金積金＋譲渡性預金

有価証券
預金積金＋譲渡性預金

2023年度 2024年度
期 末 預 貸 率 32.03 32.52
期 中 平 均 預 貸 率 31.21 30.79

2023年度 2024年度
期 末 預 証 率 27.72 26.67
期 中 平 均 預 証 率 28.13 27.06

２０２４年３月末 ２０２５年３月末
残高 構成比 残高 構成比

個 人 預 金 128,550 74.80 126,796 75.48
法 人 預 金 29,654 17.25 28,525 16.98
金 融 機 関 預 金 174 0.10 105 0.06
公 金 預 金 13,483 7.85 12,555 7.48
合 計 171,863 100.00 167,983 100.00

２０２４年３月末 ２０２５年３月末
定 期 預 金 61,986 58,293
固定金利定期預金 61,963 58,271
変動金利定期預金 23 22
そ の 他 － －

２０２３年度 ２０２４年度
流 動 性 預 金 105,845 109,263
う ち 有 利 息 預 金 84,787 86,657

定 期 性 預 金 69,919 65,124
うち固定金利定期預金 67,911 63,230
うち変動金利定期預金 24 23

そ の 他 757 802
計 176,521 175,190

譲 渡 性 預 金 － －
合 計 176,521 175,190

預金業務
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貸�出業務
手形貸付、証書貸付、当座貸越及び割引手形の平均残高

（単位：百万円）

２０２３年度 ２０２４年度
割 引 手 形 175 144
手 形 貸 付 3,702 3,755
証 書 貸 付 48,869 47,859
当 座 貸 越 2,359 2,187
合 計 55,106 53,947

会員・会員外別貸出金残高
（単位：百万円）

2024年3月末 2025年3月末
会 員 貸 出 金 42,930 42,546
会 員 外 貸 出 金 12,127 12,084
合 　 　 計 55,057 54,630

（注）業種別区分は日本標準産業分類の大分類に準じて記載しております。

貸出金業種別内訳
（単位：先、百万円、％）

業　　　　　　　　種 2024年3月末 2025年3月末
先数 残高 構成比 先数 残高 構成比

製 造 業 64 1,597 2.9 64 1,384 2.5
農 業 、 林 業 32 437 0.8 37 524 1.0
漁 業 10 73 0.1 10 85 0.2
鉱 業、採 石 業、砂 利 採 取 業 － － － － － －
建 設 業 220 5,522 10.0 221 5,612 10.3
電 気・ガス・熱供給・水道業 － － － － － －
情 報 通 信 業 5 30 0.1 3 49 0.1
運 輸 業 、 郵 便 業 30 1,354 2.5 31 1,242 2.3
卸 売 業 、 小 売 業 134 2,489 4.5 138 2,658 4.9
金 融 業 、 保 険 業 6 336 0.6 6 341 0.6
不 動 産 業 223 10,525 19.1 226 10,480 19.2
物 品 賃 貸 業 2 317 0.6 2 269 0.5
学術研究、専門・技術サービス業 12 126 0.2 12 125 0.2
宿 泊 業 18 731 1.3 20 936 1.7
飲 食 業 88 640 1.2 92 638 1.2
生活関連サービス業、娯楽業 51 1,136 2.1 51 577 1.1
教 育、 学 習 支 援 業 4 17 0.0 5 38 0.1
医 療 、 福 祉 44 3,010 5.5 40 2,922 5.3
そ の 他 の サ ー ビ ス 91 2,966 5.4 88 2,897 5.3
小 計 1,034 31,316 56.9 1,046 30,785 56.4
地 方 公 共 団 体 8 8,624 15.7 8 8,517 15.6
個 人 4,049 15,116 27.5 3,921 15,328 28.1
合　　　　　　　　　 計 5,091 55,057 100.0 4,975 54,630 100.0

貸出金使途別残高
（単位：百万円、％）

2024年3月末 2025年3月末
貸出金残高 構成比 貸出金残高 構成比

設 備 資 金 27,764 50.43% 28,736 52.60%
運 転 資 金 27,293 49.57% 25,894 47.40%
合 　 　 　 　 計 55,057 100.00 54,630 100.00
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貸出金の担保別内訳

代理貸付残高の内訳

（単位：百万円）

（単位：百万円）

2024年3月末 2025年3月末
当 金 庫 預 金 積 金 619 575
有 価 証 券 － －
動 産 120 120
不 動 産 13,544 13,575
そ の 他 1 1

計 14,286 14,272
信 用 保 証 協 会・信 用 保 険 17,094 17,395
保 　 　 証 7,156 5,834
信 　 　 用 16,520 17,129
合 　 　 計 55,057 54,630

債務保証見返の担保別内訳
（単位：百万円）

2024年3月末 2025年3月末
当 金 庫 預 金 積 金 20 20
有 価 証 券 － －
動 産 － －
不 動 産 96 151
そ の 他 － －

計 116 171
信 用 保 証 協 会・信 用 保 険 0 0
保 　 　 証 65 61
信 用 － －
合 計 182 233

固定金利及び変動金利の区分ごとの貸出金の残高
（単位：百万円）

２０２４年３月末 ２０２５年３月末
貸 出 金 55,057 54,630
固 定 金 利 41,033 40,060
変 動 金 利 14,023 14,570

　31ページをご覧下さい。
一般貸倒引当金、個別貸倒引当金の期末残高及び期中の増減額

貸出金償却の額
（単位：百万円）

種　　　　類 2023年度 2024年度
貸 出 金 償 却 額 0 50

２０２4年３月末 ２０２5年３月末
信 金 中 央 金 庫 40 35
日 本 政 策 金 融 公 庫 263 245
住 宅 金 融 支 援 機 構 704 588
福 祉 医 療 機 構 7 6
中 小 企 業 基 盤 整 備 機 構 5 3
商 工 組 合 中 央 金 庫 － －
合 　                              　 計 1,021 879
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有価証券の種類別の平均残高

市場価格のない株式等及び組合出資金

有価証券の種類別の残存期間別の残高
（単位：百万円）

（単位：百万円）

（単位：百万円）

2023年度 2024年度
国 債 1,996 1,671
地 方 債 27,872 25,455
短期社債 － －
社 債 12,024 12,914
株 式 9 9
外国証券 5,669 6,017
その他の証券 2,098 1,354
合 計 49,671 47,423

１年以下 １年超５年以内 ５年超１０年以内 １０年超 期間の定めのないもの 合計
２０２３年度 ２０２４年度 ２０２３年度 ２０２４年度 ２０２３年度 ２０２４年度 ２０２３年度 ２０２４年度 ２０２３年度 ２０２４年度 ２０２３年度 ２０２４年度

国 債 － － － 398 － 1,256 1,741 － － － 1,741 1,655
地 方 債 5,999 5,599 6,798 1,199 13,310 16,019 268 249 － － 26,376 23,068
短期社債 － － － － － － － － － － － －
社 債 596 392 4,907 7,418 5,865 4,452 779 762 － － 12,148 13,025
株 式 － － － － － － － － 9 9 9 9
外国証券 300 － 1,582 2,565 2,049 1,218 － － 1,872 1,848 5,804 5,632
その他の証券 － 4 6 － 526 518 － － 1,039 891 1,572 1,414

　該当ございません。

　該当ございません。

子会社・子法人等株式及び関連法人等株式

売買目的有価証券

貸借対照表計上額
2023年度 2024年度

非 上 場 株 式 9 9
信 金 中 金 出 資 金 394 394
投資事業組合等への出資 6 4
合 計 410 408

満期保有目的の債券

その他有価証券

（単位：百万円）

（単位：百万円）

種類
2023年度 2024年度

貸借対照表
計上額 時価 差額 貸借対照表

計上額 時価 差額

時価が
貸借対照表
計上額を
超えるもの

国 債 － － － － － －
地方債 12,898 12,946 47 1,499 1,500 0
社 債 500 502 2 － － －
その他 800 803 3 － － －
小 計 14,198 14,252 53 1,499 1,500 0

時価が
貸借対照表
計上額を
超えないもの

国 債 － － － － － －
地方債 6,366 6,277 △ 89 13,362 12,923 △ 438
社 債 7,543 7,458 △ 85 7,674 7,457 △ 216
その他 1,000 989 △ 10 1,700 1,657 △ 42
小 計 14,910 14,725 △ 185 22,737 22,038 △ 698

合 計 29,108 28,977 △ 131 24,237 23,538 △ 698
（注）１．時価は、期末日における市場価格等に基づいております。
　　　２．上記の ｢その他」は、外国証券等です。

（注）１．貸借対照表計上額は、期末日における市場価格等に基づいております。
　　　２．上記の ｢その他」は、外国証券及び投資信託等です。
　　　３．市場価格のない株式等及び組合出資金は本表には含めておりません。

種類
2023年度 2024年度

貸借対照表
計上額 取得原価 差額 貸借対照表

計上額 取得原価 差額

貸借対照表
計上額が
取得原価を
超えるもの

株　式 － － － － － －
債　券 2,559 2,546 12 216 215 0
国　債 － － － 100 99 0
地方債 2,411 2,400 11 － － －
社　債 147 146 0 116 115 0
その他 1,508 1,207 301 875 799 76
小　計 4,067 3,754 313 1,091 1,014 76

貸借対照表
計上額が
取得原価を
超えないもの

株　式 － － － － － －
債　券 10,397 11,079 △ 681 14,996 16,038 △ 1,041
国　債 1,741 1,996 △ 255 1,555 1,583 △ 28
地方債 4,699 4,966 △ 266 8,205 8,902 △ 697
社　債 3,956 4,117 △ 160 5,235 5,551 △ 316
その他 4,068 4,339 △ 271 4,471 4,820 △ 348
小　計 14,466 15,419 △ 953 19,468 20,858 △ 1,389

合 計 18,534 19,173 △ 639 20,560 21,872 △ 1,312

有�価証券
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信�用金庫法施行規則等に基づく開示項目一覧
　本誌は、信用金庫法第89条（銀行法第21条準用）等に基づいて作成したディスクロージャー誌資料（業務及び財産の状況
に関する説明書類）です。信用金庫法施行規則等に定められた開示項目は以下のページに記載しています。

Ⅰ　信用金庫法施行規則第132条に基づく開示項目�
１．金庫の概況及び組織に関する次に掲げる事項
　イ．事業の組織�������������������� 12
　ロ．理事及び監事の氏名及び役職名������������ 12
　ハ．事務所の名称及び所在地�������������� 13

２．金庫の主要な事業の内容���������������9

３．金庫の主要な事業に関する事項として次に掲げるもの
　イ．直近の事業年度における事業の概況���������� 8
　ロ．直近の5事業年度における主要な事業の状況を示す指標
　　 （1）経常収益�������������������� 9
　　 （2）経常利益又は経常損失�������������� 9
　　 （3）当期純利益又は当期純損失������������ 9
　　 （4）出資総額及び出資総口数������������� 9
　　 （5）純資産額�������������������� 9
　　 （6）総資産額�������������������� 9
　　 （7）預金積金残高������������������ 9
　　 （8）貸出金残高������������������� 9
　　 （9）有価証券残高������������������ 9
　　（10）単体自己資本比率���������������� 9
　　（11）出資に対する配当金��������������� 9
　　（12）役員数��������������������� 9
　　（13）職員数��������������������� 9
　　（14）会員数��������������������� 9
　ハ．直近の2事業年度における事業の状況
　●主要な業務の状況を示す指標
　　 （1）業務粗利益、業務粗利益率、業務純益、実質業務
　　　     純益、コア業務純益及びコア業務純益（投資信託
　　　     解約損益を除く）� �������������� 45
　　 （2）資金運用収支、役務取引等収支及びその他
　　　     業務収支������������������� 45
　　 （3）資金運用勘定並びに資金調達勘定の平均残高、
　　　     利息、利回り及び資金利鞘����������� 45
　　 （4）総資産経常利益率��������������� 45
　　 （5）総資産当期純利益率�������������� 45
　　 （6）受取利息及び支払利息の増減���������� 46
　●預金に関する指標
　　 （1）流動性預金、定期性預金、譲渡性預金その他の
　　　　　預金の平均残高��������������� 46
　　 （2）固定金利定期預金、変動金利定期預金及び
　　　　  その他の区分ごとの定期預金の残高������� 46
　●貸出金等に関する指標
　　 （1）手形貸付、証書貸付、当座貸越及び割引手形の
　　　     平均残高������������������� 47
　　 （2）固定金利及び変動金利の区分ごとの貸出金の
　　　     残高��������������������� 48
　　 （3）担保の種類別の貸出金残高及び債務保証見返額�� 48
　　 （4）使途別の貸出金残高�������������� 47
　　 （5）業種別の貸出金残高及び貸出金の総額に占める
　　　     割合��������������������� 47
　　 （6）預貸率の期末値及び期中平均値��������� 46
　●有価証券に関する指標
　　 （1）商品有価証券の種類別の平均残高�������� ※1
　　 （2）有価証券の種類別の残存期間別の残高������ 49
　　 （3）有価証券の種類別の平均残高���������� 49
　　 （4）預証率の期末値及び期中平均値��������� 46

４．金庫の事業の運営に関する事項
　イ．リスク管理の態勢����������������� 23
　ロ．法令遵守の態勢������������������ 25
　ハ．中小企業の経営の改善及び地域の活性化のための
　　　取組の状況�������������������� 21
　ニ．「経営者保証に関するガイドライン」への取組状況�� � 22
　ホ．金融ADR制度への対応�� ������������� 25

５．金庫の直近の2事業年度における財産の状況に関する事項
　イ．貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書�� 39～44
　ロ．金庫の有する債権のうち次に掲げるものの額及び
　　　（1）から（4）までに掲げるものの合計額
　　 （1）破産更生債権及びこれらに準ずる債権������ 18
　　 （2）危険債権������������������� 18
　　 （3）三月以上延滞債権（貸出金のみ）� ������� 18
　　 （4）貸出条件緩和債権（貸出金のみ）� ������� 18
　　 （5）正常債権������������������� 18
　ハ．自己資本の充実の状況について金融庁長官が別に
　　　定める事項������������������ 26～38
　ニ．次に掲げるものに関する取得価額又は契約価額、
　　　時価及び評価損益
　　 （1）有価証券������������������� 49
　　 （2）金銭の信託������������������ ※1
　　 （3）第102条第1項第5号に掲げる取引� ������ ※1
　ホ．貸倒引当金の期末残高及び期中の増減額������� 31
　ヘ．貸出金償却の額������������������ 48
　ト．会計監査人の監査を受けている旨���������� 44

６．�報酬等に関する事項であって、金庫の業務の運営
　　又は財産の状況に重要な影響を与えるものとして
　　金融庁長官が別に定めるもの������������ 44

Ⅱ　金融再生法に基づく開示項目�
　　  金融再生法開示債権���������������� 18

Ⅲ　任意開示項目�
１．概況・組織
　 （1）経営理念・基本方針���������������� 3
　 （2）TOPICS� �������������������� 4
　 （3）総代会等の概要��������������� 10・11
　 （4）当金庫のあゆみ����������������� 16
　 （5）業務のご案内���������������� 14・15

２．損益等に関する指標
　　利鞘����������������������� 45

３．預金に関する指標
　　預金者別預金残高・構成比������������� 46

４．貸出金等に関する指標
　 （1）会員・会員外別貸出金残高������������ 47
　 （2）代理貸付残高の内訳��������������� 48

※1．該当ございません。
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